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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子装置におけるユーザ健康管理方法において、
　システムサーバから、ユーザの健康に関連する情報が入力された外部装置が作成した行
動基準を受信するステップと、
　短距離無線通信を用いて、前記ユーザの健康に関連する外部客体に対してユーザのアク
セスがあった場合に前記外部客体に記録されたデータを受信するステップと、
　前記データに基づいて、前記ユーザが前記受信された行動基準を遵守するか否かを判断
するステップと、
　前記ユーザの前記行動基準の遵守の有無に基づいて、ユーザの行動情報を生成するステ
ップと、
　前記システムサーバから受信した前記行動基準及び前記行動情報を比較するステップと
、
　前記比較の結果に応じて、前記ユーザの健康管理情報（ｈｅａｌｔｈ　ｃａｒｅ　ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を生成するステップと、
　前記ユーザの健康管理情報に含まれる臨時行動基準が前記外部装置で承認されれば、前
記行動基準を前記臨時行動基準に代替し、前記生成した健康管理情報を外部装置に伝送す
るステップと、
　前記外部装置から前記健康管理情報に基づいて作成された新規行動基準を受信するステ
ップと、
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　前記システムサーバから受信した行動基準を前記受信した新規行動基準に更新するステ
ップと
　を含み、
　前記行動基準は、前記ユーザの健康関連情報に基づいて、前記外部装置によって生成さ
れて前記システムサーバに保存され、
　前記臨時行動基準は、前記行動基準と相違しており、前記行動基準及び前記行動情報の
比較結果に応じて生成され、
　前記新規行動基準は、前記行動基準及び前記臨時行動基準と相違しており、前記電子装
置から受信された前記健康管理情報に基づいて前記外部装置によって生成されることを特
徴とするユーザ健康管理方法。
【請求項２】
　前記外部装置が、前記ユーザの体重、年齢、身長および病歴の少なくとも一つを含むプ
ロファイル情報を受信するステップと、
　前記外部装置が、前記プロファイル情報に基づいて、前記行動基準を生成して設定する
ステップと、
　前記行動情報に応じて、前記ユーザの前記健康管理情報に対応する新規行動基準を生成
するステップとを更に含み、
　前記新規行動基準を生成するステップは、前記行動基準に基づいて、前記行動情報を評
価するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載のユーザ健康管理方法。
【請求項３】
　前記新規行動基準を生成するステップは、
　前記行動情報の評価に基づいて、評価点数を決定するステップを更に含むことを特徴と
する請求項２に記載のユーザ健康管理方法。
【請求項４】
　前記評価点数を決定するステップは、
　前記行動情報が前記行動基準を満たす場合、前記評価点数にプラスポイントまたは第１
点数を追加するステップと、
　前記行動情報が前記行動基準を満たさない場合、前記評価点数にマイナスポイントまた
は第１点数より低い第２点数を追加するステップと
　を含むことを特徴とする請求項３に記載のユーザ健康管理方法。
【請求項５】
　前記新規行動基準を生成するステップは、
　前記評価点数が予め設定された閾値以上か否かを判断するステップと、
　前記判断の結果に基づいて調整された行動基準を生成するステップと
　を更に含むことを特徴とする請求項４に記載のユーザ健康管理方法。
【請求項６】
　前記調整された行動基準を生成するステップは、
　前記評価点数が予め設定された閾値以上である場合、前記行動基準の強度を増加させる
ステップと、
　前記評価点数が予め設定された閾値未満である場合、前記行動基準の強度を減少させる
ステップと
　を含むことを特徴とする請求項５に記載のユーザ健康管理方法。
【請求項７】
　前記プロファイル情報は、前記ユーザ、別のユーザまたは外部装置のうち、少なくとも
一つから受信されることを特徴とする請求項２に記載のユーザ健康管理方法。
【請求項８】
　前記データは、前記外部客体に付着されたタグからのデータを含むことを特徴とする請
求項１に記載のユーザ健康管理方法。
【請求項９】
　前記短距離無線通信は、ＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
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）、バーコードリーディング（ｒｅａｄｉｎｇ）、ＱＲ（Ｑｕｉｃｋ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ
）コードリーディング（ｒｅａｄｉｎｇ）、Ｗｉ－Ｆｉ通信、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）
通信のうち、少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項８に記載のユーザ健康管理方
法。
【請求項１０】
　前記新規行動基準を出力するステップは、前記行動情報に基づいたグラフと、前記行動
情報に基づいた通知、前記行動情報に基づいた評価情報のうち、少なくとも一つを表示装
置に出力することを特徴とする請求項２に記載のユーザ健康管理方法。
【請求項１１】
　電子装置において、
　システムサーバから、ユーザの健康に関連する情報が入力された外部装置が作成した行
動基準を受信し、
　短距離無線通信を用いて、前記ユーザの健康に関連する外部客体に対してユーザのアク
セスがあった場合に前記外部客体に記録されたデータを受信する短距離無線通信リーダと
、
　前記データに基づいて、前記ユーザが前記受信された行動基準を遵守するか否かを判断
し、
　前記ユーザの前記行動基準の遵守の有無に基づいて、ユーザの行動情報を生成し、
　前記システムサーバから受信した前記行動基準及び前記行動情報を比較し、
　前記比較の結果に応じて、前記ユーザの健康管理情報（ｈｅａｌｔｈ　ｃａｒｅ　ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を生成し、
　前記ユーザの健康管理情報に含まれる臨時行動基準が前記外部装置で承認されれば、前
記行動基準を前記臨時行動基準に代替し、前記生成した健康管理情報を外部装置に伝送し
、
　前記外部装置から、前記健康管理情報に基づいて作成された新規行動基準を受信し、前
記外部装置から受信した行動基準を前記新規行動基準に更新して出力する制御部と
　を含み、
　前記行動基準は、前記ユーザの健康関連情報に基づいて、前記外部装置によって生成さ
れて前記システムサーバに保存され、
　前記臨時行動基準は、前記行動基準と相違しており、前記行動基準及び前記行動情報の
比較結果に応じて生成され、
　前記新規行動基準は、前記行動基準及び前記臨時行動基準と相違しており、前記電子装
置から受信された前記健康管理情報に基づいて前記外部装置によって生成されることを特
徴とするユーザ健康管理電子装置。
【請求項１２】
　ユーザ健康管理のためのシステムにおいて、
　ユーザの行動情報を生成するためのユーザ端末を含む第１デバイスと、
　前記第１デバイスのユーザの行動基準（ｂｅｈａｖｉｏｒ　ｇｕｉｄｅｌｉｎｅ）を提
供するための第２デバイスと、
　前記第２デバイスから前記ユーザの行動基準を受信すると、前記第１デバイスに前記ユ
ーザの行動基準を伝送し、
　前記第１デバイスから前記行動情報を受信すると、前記行動情報及び前記行動基準を比
較して前記ユーザの健康管理情報を生成し、
　前記ユーザの健康管理情報に臨時行動基準が含まれる場合に前記臨時行動基準が前記第
２デバイスで承認されれば、前記臨時行動基準を前記第１デバイスに伝送し、前記生成さ
れた健康管理情報を前記第２デバイスに伝送し、
　前記健康管理情報に基づいて、前記第２デバイスによって生成された新規行動基準を前
記第２デバイスから受信し、
　前記受信した新規行動基準を前記第１デバイスに伝送するサーバと
　を含み、
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　前記行動基準は、前記ユーザの健康関連情報に基づいて、前記第２デバイスによって生
成されて前記サーバに保存され、
　前記臨時行動基準は、前記行動基準と相違しており、前記行動基準及び前記行動情報の
比較結果に応じて生成され、
　前記新規行動基準は、前記行動基準及び前記臨時行動基準と相違しており、前記健康管
理情報に基づいて前記第２デバイスによって生成されることを特徴とするユーザ健康管理
のためのシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザ健康管理を行う健康管理装置およびその方法に関し、より詳細には、
ユーザに対する行動基準及び行動情報を用いて健康管理を行う健康管理装置およびその方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療技術の発達に伴って人間の寿命が大きく増大された。これにより、老弱者や慢性疾
患者、肥満、成人病などのように持続的な健康管理が必要な人も多く増えてきた。特に、
最近は高血圧や糖尿病のように慢性的な疾患を持つ人が多く増えている。
　このような人は病院に入院して治療することより、医者の処方箋に従って処方された薬
を長期的に服用する方式で疾病治療をすることが一般である。なお、投薬の以外に運動を
並行しながら疾病治療をすることが効果的である。しかし、一般家庭で医者が要求する通
りに正確に薬を服用し、運動することは普通の意志では決して容易でないという問題があ
る。
　なお、このような疾病を持つ人でなくても、体型維持や健康維持、疾病予防のために常
に運動や食餌療法をしながら健康管理しようとする人が多く増大された。
このように、世界的な高齢化傾向、慢性疾患者の増加、健康な人生に対する関心増加など
の理由で医療費の負担が増加してユヘルス（Ｕ　ｈｅａｌｔｈ）市場が拡大されている。
韓国の場合、２０００年に６５歳以上の人口が７.２％で既に高齢化社会に差し掛かって
おり、２０１９年には１４.４％、２０２６年には２０％と超高齢社会に到達すると予測
されている。
　しかし、ユーザが自分に適合した行動基準を立ててそれに従って行動することは決して
容易でないことである。これにより、カスタマイズ型健康管理を効果的に提供できる技術
に対する必要性が台頭された。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】ＵＳ２００９０２４８４３７
【特許文献２】ＫＲ２００９-００６５２０３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところは
、カスタマイズ型健康管理を提供してユーザが効果的に健康を管理することができるよう
にする健康管理方法およびその装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　以上のような目的を達成するための本発明の一実施形態に係るユーザ健康管理方法は、
短距離無線通信を用いてデータソースから健康関連情報を含むデータを受信するステップ
と、前記健康関連情報に基づいて、ユーザの健康関連行動情報を決定するステップと、前
記健康関連行動情報に基づいて、前記ユーザの健康管理（ｈｅａｌｔｈ　ｃａｒｅ）のお
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すすめを生成するステップと、前記健康管理のおすすめを出力するステップとを含む。
なお、前記ユーザの体重、年齢、身長および病歴の少なくとも一つを含むプロファイル情
報を受信するステップと、前記プロファイル情報に基づいて、行動基準を生成して設定す
るステップとを更に含み、前記健康管理のおすすめを生成するステップは、前記健康行動
基準に基づいて、前記健康関連行動情報を評価するステップとを含んでよい。
なお、前記健康管理のおすすめを生成するステップは、前記健康関連行動情報の評価に基
づいて、前記評価点数を決定するステップを更に含んでよい。
なお、前記評価点数を決定するステップは、前記健康関連行動情報が前記行動基準を満た
す場合、前記評価点数にプラスポイントまたは第１点数を追加するステップと、前記健康
関連行動情報が前記行動基準を満たさない場合、前記評価点数にマイナスポイントまたは
第１点数より低い第２点数を追加するステップとを含んでよい。
なお、前記健康管理のおすすめを生成するステップは、前記評価点数が予め設定された閾
値以上か否かを判断するステップと、前記判断結果に基づいて調整された行動基準を生成
するステップとを更に含んでよい。
なお、前記調整された行動基準を生成するステップは、前記評価点数が予め設定された閾
値以上である場合、前記行動基準の強度を増加させるステップと、前記評価点数が予め設
定された閾値未満である場合、前記行動基準の強度を減少させるステップとを含んでよい
。
なお、前記プロファイル情報は、前記ユーザ、別のユーザまたは外部装置のうち、少なく
とも一つから受信されてよい。
この場合、前記健康管理のおすすめは、前記ユーザに対する新たな行動基準を含んでよい
。
なお、前記新たな行動基準は、同意を求める臨時行動基準を含んでよい。
なお、前記同意を提供する権限のある別のユーザの第２機器に前記新たな行動基準を伝送
するステップと、前記第２機器から前記伝送された新たな行動基準に対応する同意を受信
するステップとを更に含み、前記健康管理のおすすめを出力するステップは、前記同意を
受信した後に前記新たな行動基準を出力するステップとを含んでよい。
この場合、前記データソースは、オブジェクトに付着されたタグを含んでよい。
なお、前記短距離無線通信は、ＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉ
ｏｎ）、バーコードリーディング（ｒｅａｄｉｎｇ）、ＱＲ（Ｑｕｉｃｋ　Ｒｅｓｐｏｎ
ｓｅ）コードリーディング（ｒｅａｄｉｎｇ）、Ｗｉ－Ｆｉ通信、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商
標）通信のうち、少なくとも一つを含んでよい。
なお、前記健康管理のおすすめを出力するステップは、前記健康関連行動情報に基づいた
グラフと、前記健康関連行動情報に基づいた通知、前記健康関連行動情報に基づいた評価
情報のうち、少なくとも一つを出力してよい。
一方、本発明の一実施形態に係るユーザ健康管理装置は、短距離無線通信を用いてデータ
ソースから健康関連情報を含むデータを受信する短距離無線通信リーダと、前記健康関連
情報に基づいて、ユーザ健康関連行動情報を決定し、前記健康関連行動情報に基づいて、
前記ユーザの健康管理（ｈｅａｌｔｈ　ｃａｒｅ）のおすすめを生成して出力する制御部
とを含む。
なお、本発明の一実施形態に係る非一時的なコンピュータ記録媒体は、上述の方法を実行
するためのコンピュータによって実行可能なコンピュータ実行命令を保存してよい。
【発明の効果】
【０００６】
以上のように本発明の多様な実施形態によると、ユーザに適合した健康管理を多様な側面
で提供することができ、ユーザが効果的に自分の健康を管理することができるようになる
。
上述したように本発明の多様な実施形態によると、ユーザはユーザ端末を通して直観的か
つ細部的にディスプレイ装置を制御することができ、これによってユーザの便宜を増大さ
せることができる。
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【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の一実施形態にかかる健康管理システムの構成を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態にかかるユーザ端末装置の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態にかかるユーザ端末装置において外部客体のデータを収集す
る方法を説明するための図である。
【図４】本発明の一実施形態にかかるユーザ端末装置において外部客体とのタギング（ｔ
ａｇｇｉｎｇ）を通して行動情報及び健康管理情報を更新する過程を説明するための図で
ある。
【図５】本発明の一実施形態にかかるシステムサーバの構成を示すブロック図である。
【図６】本発明の多様な実施形態にかかる健康管理システムの動作を説明するための図で
ある。
【図７】本発明の多様な実施形態にかかる健康管理システムの動作を説明するための図で
ある。
【図８】本発明の多様な実施形態にかかる健康管理システムの動作を説明するための図で
ある。
【図９】本発明の多様な実施形態にかかる健康管理システムの動作を説明するための図で
ある。
【図１０】本発明の多様な実施形態にかかる健康管理システムの動作を説明するための図
である。
【図１１】本発明の多様な実施形態にかかる健康管理システムの動作を説明するための図
である。
【図１２】本発明の多様な実施形態にかかる健康管理システムの動作を説明するための図
である。
【図１３】本発明の別の実施形態にかかるユーザ端末装置の構成を示すブロック図である
。
【図１４】ユーザの基本情報を入力する入力画面の一例を示す図である。
【図１５】行動基準を入力するためにディスプレイする行動基準入力画面の一例を示す図
である。
【図１６】ユーザの行動基準を修正するためにディスプレイする画面の一例を示す図であ
る。
【図１７】ユーザの健康管理情報を確認するための画面の一例を示す図である。
【図１８】ユーザ端末装置においてディスプレイされる画面の多様な例を示す図である。
【図１９】ユーザ端末装置においてディスプレイされる画面の多様な例を示す図である。
【図２０】ユーザ端末装置においてディスプレイされる画面の多様な例を示す図である。
【図２１】ユーザ端末装置においてディスプレイされる画面の多様な例を示す図である。
【図２２】ユーザ端末装置においてディスプレイされる画面の多様な例を示す図である。
【図２３】ユーザ端末装置においてディスプレイされる画面の多様な例を示す図である。
【図２４】ユーザ端末装置においてディスプレイされる画面の多様な例を示す図である。
【図２５】ユーザ端末装置においてディスプレイされる画面の多様な例を示す図である。
【図２６】ユーザ端末装置においてディスプレイされる画面の多様な例を示す図である。
【図２７】ユーザ端末装置においてディスプレイされる画面の多様な例を示す図である。
【図２８】ユーザ端末装置においてディスプレイされる画面の多様な例を示す図である。
【図２９】ユーザ端末装置においてディスプレイされる画面の多様な例を示す図である。
【図３０】本発明の一実施形態にかかるユーザ端末装置のカスタマイズ型健康管理方法を
説明するためのフローチャートである。
【図３１】行動基準を設定する方法の一例を説明するためのフローチャートである。
【図３２】第２機器から行動基準を受信して保存又は更新する方法を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図３３】本発明の一実施形態にかかるシステムサーバのカスタマイズ型健康管理方法を



(7) JP 6671679 B2 2020.3.25

10

20

30

40

50

説明するためのフローチャートである。
【図３４】本発明の別の実施形態にかかる健康管理システムの構成を示す図である。
【図３５】本発明のまた別の実施形態にかかるユーザ端末装置において行動情報を生成す
る過程を説明するための図である。
【図３６】本発明の別の実施形態にかかるユーザ端末装置において健康管理情報を用いて
ユーザ状態を知らせる方法を説明するための図である。
【図３７】携帯形態に実現されたユーザ端末装置を用いて情報収集装置からデータを収集
する方法を説明するための図である。
【図３８】ユーザ端末装置にセンシング情報を提供する情報収集装置の構成の一例を示す
ブロック図である。
【図３９】センサ及びマイクロサーバを内蔵したユーザ端末装置の構成の一例を示すブロ
ック図である。
【図４０】クラウドサーバで実現されたシステムサーバを含むシステムの一例を示す図で
ある。
【図４１】本発明の多様な実施形態にかかる第１機器の構成を説明するためのブロック図
である。
【図４２】制御部の細部構成の一例を説明するためのブロック図である。
【図４３】第１機器に保存されたソフトウェア階層図の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
以下に、添付図面を用いて本発明について具体的に説明する。
図１は、本発明の一実施形態にかかる健康管理システムの構成を示す。同図によると、健
康管理システムは、第１機器１００、システムサーバ１０００、第２機器２００、第３機
器３００乃至第ｎ機器ｎを含む。
【０００９】
第１機器１００は、ユーザの行動に関連したデータを収集して行動情報を生成することが
できる。行動情報は、薬品投薬、運動、生活環境などのような様々な項目について生成す
ることができる。行動情報はリアルタイムで処理されてもよく、一定の周期毎に生成され
てもよい。
【００１０】
システムサーバ１０００は、第１機器１００で収集され伝送される各種情報に従って、第
１機器１００のユーザに対してカスタマイズ型健康管理サービスを提供する。この場合、
システムサーバ１０００は、外部の第２機器２００、第３機器３００、及びその他の多様
な機器ｎと連動して、カスタマイズ型健康管理サービスを提供することができる。
【００１１】
具体的に、図１のシステムではユーザに対して適合した行動基準（仮に、健康管理のおす
すめ）を設定し、ユーザの実際行動がその行動基準に符合するか否かを確認して、その確
認結果に基づいて健康管理情報（仮に、新たな健康管理のおすすめ）を生成する。健康管
理情報はユーザの行動に応じて以前の行動基準を変更した新規行動基準になってもよく、
健康管理情報は行動基準と行動情報とが一致するか否かを判断して点数化した評価点数を
含むフィードバック情報であってもよい。評価点数は、生活習慣点数、身体部位点数など
のような点数を与え、累積して合算する様々なタイプの情報に基づいて判断されてよい。
生活習慣点数とは、ユーザの食習慣、運動習慣、睡眠習慣、飲酒習慣、喫煙習慣などのよ
うにユーザの生活の中で把握される各種習慣について点数を付与したことを意味する。例
えば、生活習慣点数は、食事のカロリー量、食事の回数、不規則な食事時間などに基づい
て加算された減算されてよい。なお、低い点数または高い点数が、ユーザの習慣に応じて
与えられてよい。ユーザが食事時間を守り、正常な食事量を摂取する場合、正の点数が与
えられ、食習慣に高い点数が与えられてよい。飲酒や喫煙などのように体の害となる習慣
の場合、低い点数がユーザに与えられたり、負の点数がユーザに与えられてよい。喫煙者
が禁煙をする場合、禁煙期間に比例して正の点数が与えられてよい。身体部位点数とは、
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ユーザの身体部位別に良い影響を及ぼす行動と悪い影響を及ぼす行動に与えられる点数で
ある。身体部位は、ユーザの皮膚、下半身、腹部、頭などのように見た目で見える身体に
区分することもでき、心臓や肺、脳などのような各種の身体臓器に区分して点数を付与す
ることもできる。例えば、飲酒行為または喫煙行為が感知される場合、肺や胃や肝臓の総
合点数に負の点数を与えたり、低い点数を与えてよい。或いは、喫煙を持続的に行ってい
る場合には肺のような身体臓器に対して低い点数を付与するか累積点数を差し引くことが
できる。その他、薬物服用の場合にも同一の薬物を長期間服用することになる場合に特定
の身体臓器に悪影響を及ぼす可能性があれば、当該身体臓器に対して低い点数を付与する
ことができる。この場合、医者のような管理者が身体部位点数を確認して、処方箋の内容
を変更するなどの適切な措置を取ることができる。
【００１２】
この場合、ユーザの行動情報に関連した処方箋が存在すれば、処方箋と比較してユーザの
行動を点数化する。一方、行動情報に関連して処方箋が存在しない場合には、ユーザの状
態を基準にしてユーザに役に立つ運動、飲食、薬物、環境基準などを定義した行動基準と
比較してユーザの行動を点数化する。
【００１３】
それにより、健康管理情報に基づいて多様なフィードバックを提供して、ユーザの健康管
理状態を持続して管理できるようになる。
【００１４】
行動基準は外部専門家の承認を受けてから有効化される第１行動基準及び承認がなくても
有効化される第２行動基準のうち少なくとも一つを含むことができる。一例として、第１
行動基準は処方箋を含むことができ、第２行動基準は摂食方法、献立、運動方法、運動量
、運動時間、睡眠時間のうち少なくとも一つを含むことができる。
【００１５】
或いは、行動基準は長期行動基準及び短期行動基準を含むことができる。ここで、短期行
動基準は、長期行動基準の一部として特定される短期間行動基準であってよい。例えば、
短期行動基準は、服薬、食習慣、運動習慣、生活習慣などについて具体的に決めた基準で
あってもよい。これに対して、長期行動基準は、短期行動基準より長期間にわたって定め
られる目標であってよい。長期行動基準は、ユーザの体重、運動レベル、疾病治療、運動
パターンまたは運動目標の維持などであってよい。
【００１６】
例えば、長期行動基準が運動に合わせられている場合、長期間運動を一生懸命にすると長
期目標値を増大させる。一方、長期間運動を怠る場合には、長期目標値が減少し、運動以
外の他の改善方法が提案されてよい。
【００１７】
長期行動基準が疾病治療に合わせられている場合、短期行動基準は疾病治療のために、あ
る過程が要求され、特定期間内に当該仮定を行う順番などを定義した基準であってよい。
例えば、ユーザの疾病治療過程で一定期間服用すべき薬品とその服用方法を定義した基準
になってもよい。
【００１８】
長期行動基準が体重減量に合わせられている場合、長期的な体重減量内で短期間の体重減
量目標を段階的に決定し、各段階別の目標を達成するための摂取カロリー、運動量などに
対する基準が短期行動基準として決められてもよい。長期行動基準はユーザの行動情報が
入力されていない場合、長期行動基準は、ユーザ又は管理者などによって入力されたユー
ザの健康情報または他の基本情報をベースに設定される。一方、行動情報が入力された場
合には、行動情報を累積させた評価点数に応じて予め決められたアルゴリズムに従って長
期行動基準を設定することができる。なお、ユーザの基本情報、行動情報、累積合算点数
などを外部装置に送信し、外部装置で行動基準を設定して伝送するようにすることもでき
る。一例として、長期行動基準は、長期投薬処方箋、運動計画、生活計画表などがあり、
短期行動基準は短期投薬処方箋、短期ダイエット計画表などがある。
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【００１９】
以上のように、行動基準は多様な形態に設けられ、その行動基準に従ってユーザに適合し
た健康管理サービスを提供することができるようになる。各行動基準についてはその重要
度に応じて優先順位が決められてもよい。例えば、服薬方式を１順位に設定し、運動方式
を２順位、摂食方式を３順位のように設定することができる。行動基準は優先順位に従っ
て順次に生成される。
【００２０】
このようなカスタマイズ型健康管理サービスを提供するために、図１のシステムを構成す
る第１機器１００、システムサーバ１０００、第２機器２００、第３機器３００などは互
いに連動して動作することができる。各機器の具体的な動作は実施形態別に相違に実現さ
れてもよい。なお、図１のようなシステムに実現されず、一つの機器がその自体でユーザ
の健康を管理する実施形態に実現されてもよい。各実施形態については後述する部分で具
体的に説明する。
【００２１】
一方、ユーザの行動に関連したデータを収集するために、第１機器１００はユーザが持っ
ているユーザ端末装置に実現されてもよい。具体的には、携帯、ＰＤＡ、タブレットＰＣ
、ＭＰ３プレイヤー、カロリートラッカーなどのような様々な形の携帯装置に実現されて
もよい。或いは、第１機器１００はユーザが自分の体に着用できる時計や、ブレスレット
のような形の健康管理装置に実現されてもよい。
【００２２】
第１機器１００でのデータ収集は様々な方式で行われる。
【００２３】
一例として、第１機器１００は近距離無線通信方式でデータを収集することができる。こ
の場合、第１機器１００は、近距離無線通信リーダ（仮に、短距離無線通信装置）を含む
ことができる。これにより、近距離無線通信タグの付着された外部客体と近距離アクセス
されてデータをリーディングすることができる。ここで、近距離アクセスとは、近距離無
線通信タグ及びリーダのうち少なくとも一つが相対側に移動して、通信可能範囲以内に位
置するようになる行為を意味する。或いはタギング（ｔａｇｇｉｎｇ）と称することもで
きる。通信可能範囲以内に位置するようになると、近距離無線通信リーダでは近距離無線
通信タグに記録された情報を読み出すことができる。
【００２４】
近距離無線通信方式の例としては、ＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａ
ｔｉｏｎ）を使用することができる。ＮＦＣとは、１３．５６Ｍｚの周波数帯域を使用す
る非接触式の近距離無線通信方式である。ＮＦＣ技術を利用すると、一つまたはそれ以上
の端末が約１０ｃｍ以内にタグに接近したり、互いに接近し合ったとき、データが送受信
される。
【００２５】
近距離無線通信方式の別の例として、バーコード方式、ＱＲコード方式、ＷｉＦｉ、ジグ
ビー、ブルートゥースなどを使用することもできる。
【００２６】
収集されるデータは、投薬、摂食、運動、睡眠などのような多様なユーザの行動に関連し
たデータであってもよい。近距離無線通信方式に従ってデータを収集し、収集されたデー
タを用いてユーザが実施した行動を予測する方法については後述する部分においてより具
体的に説明する。
【００２７】
他の例として、ユーザは第１機器１００でデータを直接入力することもできる。例えば、
第１機器１００がタッチスクリーン、タッチパッド、ボタンなどのような入力手段を備え
たり、リモコン、キーボード、マウスなどのような入力手段と連結される場合、ユーザは
このような入力手段を通して直接データを入力することができる。入力されるデータはユ
ーザが行動を実際に行ったかに対する情報であってもよい。すなわち、入力されるデータ
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には、ユーザの実際の行動が反映されてよい。
【００２８】
また別の例として、ユーザは第１機器１００にＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａ
ｌ　Ｂｕｓ）メモリやメモリカードなどのような外部保存媒体を連結して、外部保存媒体
に保存されたデータを第１機器１００に伝達することもできる。
【００２９】
又は、ＰＣ、ノートパソコン、タブレットＰＣ、携帯などのような他の端末装置と第１機
器１００との間の通信を連結して、このような他の端末装置を用いて第１機器１００にデ
ータを伝送することもできる。
【００３０】
以上のように、第１機器１００は多様な方式でユーザの行動に関連した多様なデータを収
集することができる。
【００３１】
図２は、近距離無線通信方式を用いる実施形態にかかる第１機器の構成を示すブロック図
である。具体的に、第１機器１００がユーザ端末装置に実現された場合を示す。図２によ
ると、第１機器１００は、近距離無線通信リーダ１１０、制御部１２０、保存部１３０を
含む。
【００３２】
近距離無線通信リーダ１１０は、近距離無線通信タグの付着された外部客体と近距離アク
セスされると、そのタグ内に記録された情報をリーディングして制御部１２０に提供する
。近距離無線通信リーダ１１０は、無線周波数モジュール及びアンテナコイルで構成され
てもよい。近距離無線通信リーダ１１０はアンテナコイルを通して電磁波を発散する。こ
れにより、第１機器１００を基準に電磁波の到達距離以内に位置した外部客体に付着され
た近距離無線通信タグ（不図示）では電磁気誘導方式に従って電流が誘導される。これに
より、近距離無線通信タグ内の集積回路が駆動され、保存されたデータを含むＲＦ信号を
伝送する。近距離無線通信リーダ１１０内の無線周波数モジュールはアンテナコイルを通
してＲＦ信号を受信し、受信されたＲＦ信号に対して復調及びデコーディング作業を行っ
て、ＲＦ信号に載せられたデータを検出する。図２では、近距離無線通信リーダ１１０の
みを示したが、必要に応じて近距離無線通信タグまで含む近距離無線通信モジュールを含
む形態に実現されてもよい。
【００３３】
制御部１２０は、検出されたデータを用いてユーザの行動情報を生成する。この場合、収
集されたデータの内容に従ってユーザの行動を推定して行動情報を生成することができる
。例えば、薬品瓶に付着された近距離無線通信タグが端末装置によって近距離アクセスさ
れる場合には、タグに記録された薬品に対する情報が検出される。制御部１２０は、薬品
に対する情報が検出されると、該薬品を投薬したものと認識してその投薬時間と薬品名称
を共に行動情報として保存することができる。又は、食品ケースに付着された近距離無線
通信タグが端末装置によって近距離アクセスされる場合には、該食品を摂食したものと認
識することができる。食品ケースが茶碗であれば茶碗のサイズおよび茶碗分のカロリーに
対応する量だけ食事をしたものと認識し、食事時間、食品種類、摂取量などを共に行動情
報として保存することができる。ただ、検出された行動情報は、ユーザの実際の摂取量に
応じて、ユーザによって変更されてよい。
【００３４】
図３は、行動情報を生成するためのデータを収集する方法を説明するための図である。同
図によると、第１機器１００はユーザの手首に着用可能な形態に実現される。ユーザは近
距離無線通信タグ１１、２１、３１、４１が各々付着された外部客体１０、２０、３０、
４０と第１機器１００に近距離アクセスして、各タグ１１、２１、３１、４１に記録され
たデータを受信する。例えば、食品ケースである第１客体１０と近距離アクセスされると
、その食品ケースタグ１１から受信されたデータを用いて摂食情報を生成し、薬瓶である
第２客体２０と近距離アクセスされると、その薬瓶タグ２１から受信されたデータを用い
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て投薬情報を生成する。なお、運動機構である第３客体３０や運動場所のドアロック装置
に実現された第４客体４０と近距離アクセスされると、運動装備タグ３１および運動場所
のドアタグ４１から受信されたデータを用いて運動情報を生成する。生成された摂食情報
、投薬情報、運動情報などが行動情報に含まれる。
【００３５】
近距離無線通信方式に従って獲得されたデータの他にユーザが追加して入力した情報も行
動情報の生成に反映されてもよい。例えば、ユーザが間違ってタギングをした場合もある
ため、タギングによってデータが受信されたとき、制御部１２０はユーザが実際にその行
動を行ったか問い合わせるメッセージを出力することができる。ユーザは、メッセージに
対応する行動を確認、削除または修正をすることができ、制御部２１０は、ユーザの入力
に基づいてユーザの実際の行動を認識し、行動情報を生成することができる。
【００３６】
制御部１２０は、生成された行動情報を保存部１３０に保存する。制御部１２０は収集さ
れたデータのフィールドを加工して第１機器１００が保存できる形態に変更して保存する
ことができる。例えば、保存部１３０において行動情報を記録するように割り当てられた
領域のビットサイズより行動情報のサイズが大きい場合には行動情報を圧縮したり不要な
フィールドを除去する方式で行動情報を修正して保存部１３０に保存する。第１機器１０
０で行動情報に対する処理が困難な場合、制御部１２０は、システムサーバ１０００やそ
の他の外部装置に伝送して、その装置で処理した情報を受信した後、保存部１３０に保存
することができる。
【００３７】
保存部１３０は予め保存された行動基準と共に行動情報を保存する。制御部１２０は保存
された行動基準及び行動情報を比較して健康管理情報を生成する。
【００３８】
行動基準は第１機器１００で直接入力されてもよく、第１機器１００と連結された外部装
置を通して第１機器に伝送され保存部１３０に保存されてもよい。この場合、第１機器１
００は入力部（不図示）や通信部（不図示）などを更に含んでもよい。
【００３９】
行動基準は、ユーザに対応する多様なタイプの情報に応じて、設定されてもよい。一例と
して、処方箋、薬、運動計画、摂食計画、生活習慣などのような多様な類型の行動基準が
保存部１３０に保存されてもよい。
【００４０】
制御部１２０は、ユーザの行動基準を通知し、行動基準とともにユーザの行動を誘導する
ための情報を提供することができる。例えば、決められた投薬時間や運動時間が到来する
と、制御部１２０は投薬又は運動すべきであることを知らせるメッセージを出力する。
【００４１】
なお、制御部１２０は、保存部１３０に保存された行動基準とユーザの行動情報とを比較
して健康管理情報を生成する。
【００４２】
一例として、処方箋が行動基準として保存された場合には、処方箋で決めた薬品に対する
情報が、決められた時間範囲以内に近距離無線通信リーダ１１０を通してリーディングさ
れると（仮に、近距離アクセシング）、制御部１２０は、行動基準によって、正常投薬が
行われたものと判断して、正常投薬されたことを知らせる健康管理情報を生成する。
【００４３】
或いは、運動計画が行動基準として保存された場合には、運動機構や運動場所などに設け
られた近距離無線通信タグが運動計画で定めた時間内に近距離無線通信リーダ１１０によ
ってリーディングされると、制御部１２０は、ユーザが運動計画内で正常に運動を行った
ものと判断して、これに対応する健康管理情報を生成する。
【００４４】
摂食計画の場合、指定された食品ケースのタグが、近距離無線通信リーダ１１０によって
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リーディングされると、制御部１２０はユーザが指定された時間内に正常な摂取が行われ
たかを判断し、その判断結果を健康管理情報として記録することができる。食品ケースの
他にも食堂入口や食卓などに近距離無線通信タグを付着して、それに対して近距離アクセ
スされたか否かに応じて摂食時間を判断することもできる。又は、保護者のような第２ユ
ーザの端末装置によってリーディングされた情報に基づいて、正常摂食が行われたかに対
する行動情報を生成することもできる。
【００４５】
又は、生活習慣の場合、寝具類に付着されたタグが近距離無線通信リーダ１１０によって
リーディングされると、就寝が行われたと判断し、寝具類と再アクセスされたり、アラム
時計、トイレドアなどに付着されたタグが近距離無線通信リーダ１１０によってリーディ
ングされると、起床したと判断して、決められた生活習慣と一致するか否かを健康管理情
報として記録することができる。
【００４６】
制御部１２０は行動基準及び行動情報間の比較結果に基づいて生成される評価点数および
点数に従って生成されるフィードバック情報を健康管理情報として生成することができる
。フィードバック情報とは、ユーザに評価点数を知らせるためのメッセージの内容、フィ
ードバックの回数、フィードバックの強度などを含むことができる。例えば、ユーザが行
動基準に符合する行動をする場合、高い点数または正の点数が評価点数に付加される。こ
の場合には、褒めるメッセージがフィードバック情報の内容として生成されてもよい。一
方、ユーザが行動基準をあまり守らない場合には、低い評価点数が算出される。この場合
には、警告メッセージと共にその警告メッセージの出力回数、警告音のボリュームの大き
さ、振動強度などがフィードバック情報として生成されてもよい。即ち、フィードバック
情報は肯定的なフィードバック、否定的なフィードバックを含むことができる。なお、フ
ィードバック情報は健康管理情報をユーザが容易に確認できるようにグラフ形態に視覚化
された情報であってもよく、応急救助要請などのように生成されてもよい。この場合、ユ
ーザの評価点数は、緊急救助要請などが要求されると判断されてよい。
【００４７】
制御部１２０は、予め設定されたイベントが発生すると、フィードバック情報に従うフィ
ードバック信号を出力する。例えば、肯定的なフィードバックである場合、褒めるメッセ
ージと共に振動、音楽などを出力してユーザに対して現在状態をフィードバックすること
ができる。肯定的なフィードバックイベントとしては、累積された評価点数が一定値以上
である場合又は以前の称賛点数との差が一定値以上である場合などであってもよい。一方
、否定的なフィードバックの場合、警告メッセージと共に振動、警告音を出力することが
できる。例えば、否定的なフィードバックを行うイベントは、部位別の健康点数、即ち、
評価点数が一定値以下である場合又は以前の評価点数との差が一定値以上である場合など
のように多様に設定されてもよい。
【００４８】
図４は、評価点数を算出して健康管理情報を生成する方法を説明するための図である。同
図によると、第１機器１００は、食品ケースである第１客体１０のタグが検出されると（
すなわち、第１客体１０がリーリングされると）、Ｓ４１０、第１客体１０からデータを
受信して摂食情報を保存するＳ４１５。
【００４９】
第１機器１００は、受信された摂取情報と行動基準を比較し、接触が正常かを判断するＳ
４２０。仮に、第１機器１１０は、行動基準で定められた食品に対する情報が決められた
食事時間に受信されると、正常摂取と判断する。正常摂食であると、決められた評価点数
ａを以前評価点数に加算するＳ４２５。一方、非正常摂食であると、評価点数－ｂを加算
するＳ４３０。
【００５０】
制御部１２０は評価点数を含む健康管理情報を生成して保存部１３０に保存するＳ４３５
。該当ユーザに対して既に生成された健康管理情報があれば、健康管理情報を更新する。
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このような状態で薬瓶である第２客体２０が検出されるとＳ４４０、制御部１２０は第２
客体２０の情報を受信して投薬情報を生成した後、保存部１３０に保存するＳ４４５。
【００５１】
制御部１２０は受信された薬品に対する情報と行動基準で決めた薬品に対する情報とを比
較して正常投薬であるか否かを判断するＳ４５０。二つの情報が同一でなければ、すなわ
ち、非正常薬品であると判断されると、非正常投薬であると判断して点数－ｅを加算する
Ｓ４６０。一方、二つの情報が同一であれば、すなわち、正常薬品であると判断されると
、決められた投薬時間以内であるか否かを判断してＳ４５５、投薬時間以内であると評価
点数ｃを加算しＳ４６５、投薬時間を過ぎていると評価点数ｄを加算するＳ４７０。
【００５２】
評価点数ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅの大きさは、繰り返し実験を通して適切な値に設定すること
ができる。例えば、正確な薬品を正確な時間に投薬したときに付与されるｃの値は、投薬
時間を守らなかったときに付与されるｄの値より大きい値に設定されてもよい。なお、非
正常摂食や非正常投薬をしたときに付与されるｂ、ｅの絶対値は、ａ、ｃの絶対値と同じ
であってもよい。図４においては、＋又は‐の符号を有する値を加算して評価点数を算出
するものと説明したが、互いに異なる大きさの＋の値のみで設計して評価点数を算出する
こともできる。この場合、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅのぞれぞれの値の差を多少大きく設定して
おくことができる。これによって、決められた時間内に一定値の値が累積されないと健康
管理がろくに行われていないと判断することができる。
【００５３】
制御部１２０は、各種の外部客体に対するアクセスによってデータが受信される度にその
データに従って行動情報を生成し、その行動情報と行動基準とを比較して健康管理情報を
更新するＳ４７５。ここで、行動情報は外部客体から受信されるデータに基づいて別途生
成される情報であってもよく、外部客体から受信されるデータそのものであってもよい。
【００５４】
本発明の別の実施形態によると、制御部１２０は外部客体からデータが受信される度にそ
のデータ自体をシステムサーバ１０００やその他の装置にリアルタイムで伝送することも
できる。これにより、外部でデータを利用してユーザの行動を把握し、その行動情報を生
成することもできる。
【００５５】
図４においては、食品摂取、薬品服用に関連した行動情報を説明したが、行動情報は薬品
投薬、運動、生活環境などのような様々な項目で生成されてもよい。このような行動情報
は行動基準に対応するように生成されてもよい。
【００５６】
即ち、行動基準には、薬品情報、運動情報、環境情報などが含まれていてもよい。薬品情
報には、薬品名称、効能、効果、用法、用量、原料薬品、使用期間、保存方法、薬品服用
時の注意事項、副作用、投薬禁止対象、投薬注意対象、異常反応、市販後の調査結果、一
般的な注意事項、他の薬品との相互作用、一緒に投薬してはいけない食品などに対する情
報が含まれてもよい。運動情報には、運動種類、運動部位、運動時間、運動強度、運動量
、運動速度などが含まれてもよい。環境情報には、温度、湿度、圧力、空気中の有害物質
濃度などが保存されていてもよい。摂食情報である場合には、摂取可能な食べ物、食べて
はいけない食べ物、摂食時間、摂取量、摂取方法、栄養情報などに対する情報が含まれて
いてもよい。
【００５７】
第１機器１００に保存された健康管理情報は多様な方式で活用される。
【００５８】
まず、図４に示すように、予め設定されたイベントが発生するとＳ４８０、第１機器１０
０が健康管理情報をビジュアルメッセージ又はオーディオメッセージに出力Ｓ４８５する
ことができる。即ち、第１機器１００がディスプレイ部（不図示）やスピーカー（不図示
）などを持っている場合には、制御部１２０はディスプレイ部を通して健康管理情報をデ
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ィスプレイするかスピーカーを利用して健康管理情報を音声で出力することができる。
【００５９】
又は、図４に示していないが、第１機器１００が外部装置と通信を行うことができる通信
部を有する場合には、制御部１２０は、予め設定されたイベントが発生すると、健康管理
情報を外部装置に伝送することもできる。ここで、外部装置とは、図１のシステムサーバ
１０００や第２乃至ｎ機器になってもよい。第２乃至ｎ機器には保護者のユーザ端末装置
、医者などのような管理者のユーザ端末装置、病院サーバ、保険会社サーバなどが含まれ
てもよい。
【００６０】
上述したイベントとは、第１機器１００に対してユーザがユーザ命令を入力するイベント
、累積された健康管理情報が予め設定された臨界条件を充足するイベント、外部装置から
伝送要請が受信されるイベント、予め設定された時間周期が到来するイベントなどのよう
にイベントが充足したときに行われてもよい。健康管理情報が評価点数を含む場合、臨界
条件とは、累積された評価点数が予め設定された臨界点数に到達する条件である。なお、
評価点数を確認するためのユーザ確認信号や外部装置の確認要請が入力されるイベントも
含まれてもよい。
【００６１】
その他、健康管理情報は行動基準及び行動情報間の比較結果に従って抽出される新規行動
基準であってもよい。
【００６２】
一方、図４においては、第１機器１００が行動情報を生成した後、その行動情報を利用し
て健康管理情報を生成及び更新するものと示したが、健康管理情報を生成及び更新する動
作は、実施形態によってはシステムサーバ１０００や第２乃至ｎ機器２００～ｎなどの外
部装置で行われてもよい。この場合、第１機器１００は各客体から受信されたデータに基
づいて行動情報を生成した後に外部装置に伝送する。例えば、薬瓶情報が収集された場合
には服薬したという行動情報を生成し、食品ケース情報が収集された場合には該当食品を
摂取したという行動情報を生成して外部装置に伝送することができる。外部装置は第１機
器１００のユーザに対して決められた行動基準と行動情報とを比較して、その比較結果に
対応する点数を累積加算して管理することができる。
【００６３】
制御部１２０は行動情報及び行動基準を比較して、行動基準に符合する行動が一定期間以
上行われたと判断されると、変更された行動基準、仮に、更に強化された基準を生成して
保存部１３０に保存することができる。例えば、運動量を更に増やす方向に新規行動基準
を設定することができる。
【００６４】
又は、健康管理情報は行動基準及び行動情報間の比較結果に従って判断される臨時行動基
準になってもよい。制御部１２０は臨時行動基準を外部装置に伝送し、外部装置の承認を
受けることができる。即ち、制御部１２０は臨時行動基準に対する承認情報が外部装置か
ら受信されると、保存部１３０に保存された行動基準を臨時行動基準に代替する。
【００６５】
一方、本発明の他の実施形態によると、第１機器１００で生成された各種情報はシステム
サーバ１０００に提供され、システムサーバ１０００が主体となってカスタマイズ型健康
サービスを提供することができる。
【００６６】
図５は、システムサーバ１０００の構成を示すためのブロック図である。同図によると、
システムサーバ１０００は通信部１１００、制御部１２００、保存部１３００を含む。
【００６７】
通信部１１００は、図１のシステム内で他の機器との通信を行う。通信部１１００は第１
機器１００のユーザに対する行動基準を第２機器２００から受信することができる。ここ
で、ユーザとは、健康管理サービスに加入したユーザである。即ち、ユーザはシステムサ
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ーバ１０００又は第２機器２００などが提供するウェブページを通してオンライでサービ
ス加入を申請するか、オフラインで申請書を受け付けてサービス加入を申請することがで
きる。第２機器はユーザに対する行動基準を設定することができる権限を持った管理者の
端末装置であってもよい。管理者は、医者、看護婦、薬剤師、ヘルストレーナー、栄養士
などであってもよい。
【００６８】
制御部１２００は第２機器２００から受信された行動基準を第１機器１００に伝達するよ
うに通信部１１００を制御する。これにより、第１機器１００は受信された行動基準を保
存することができる。第１機器１００はユーザの行動に関連したデータを収集して行動情
報を生成し、その行動情報をシステムサーバ１０００に伝送することができる。
【００６９】
制御部１２００は通信部１１００を通して行動情報が受信されると、行動情報及び行動基
準を比較して健康管理情報を生成する。即ち、図２及び図４に示された実施形態では第１
機器１００が直接行動基準及び健康管理情報を生成すると説明したが、本実施形態ではシ
ステムサーバ１０００が健康管理情報を生成する。制御部１２００の健康管理情報の生成
方法は図４において説明したものと類似しているため、重複説明は省略する。
【００７０】
制御部１２００は生成した健康管理情報を保存部１３００に保存する。
【００７１】
制御部１２００は保存された健康管理情報を第２機器２００に伝達する。第２機器２００
ではユーザの健康管理情報を確認して行動基準を修正して新規行動基準を生成し、生成さ
れた新規行動基準をシステムサーバ１０００に伝送する。例えば、行動基準が処方箋を含
む場合、第２機器２００を備えた管理者はユーザが処方箋に従ってよく投薬したと判断さ
れると処方箋の薬品を変更したり、投薬用量、投薬時間を減少させたり、処方箋自体を削
除する方式で新規行動基準を生成することができる。
【００７２】
制御部１２００は新規行動基準が受信されると、新規行動基準を第１機器１００に伝達す
るように通信部１１００を制御する。第１機器１００は以前に保存されていた行動基準を
新規行動基準に代替する。
【００７３】
システムサーバ１０００は入力部（不図示）を更に含み、ユーザの基本情報の入力を直接
受けて第２機器２００に伝送することができる。又は、システムサーバ１０００はユーザ
の基本情報を第１機器１００、即ち、ユーザ端末装置から受信して第２機器２００に伝送
することもできる。
【００７４】
図５においては、行動基準を第２機器２００で生成するものと説明したが、本発明の多様
な実施形態によると、行動基準を第１機器１００やシステムサーバ１０００で生成するこ
ともでき、健康管理情報もやはり第１機器１００やシステムサーバ１００で生成して管理
することができる。
【００７５】
以下では、本発明の多様な実施形態にかかるシステムのカスタマイズ型健康管理方法を説
明する。
【００７６】
＜第１機器で行動基準を生成する実施形態＞
図６によると、第１機器ではユーザの基本情報が入力されるＳ６１０。第１機器１００は
上述したようにユーザが備えているユーザ端末装置であってもよい。基本情報は、ユーザ
の名前、ユーザＩＤ、住民登録番号などのような識別情報や、性別、年齢、体重、身長な
どのような特性情報、ユーザ病歴、治療記録、家族病歴、体質、アレルギー物質などのよ
うな特別情報などが含まれてもよい。
【００７７】
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このような基本情報は、ユーザ、例えば、患者が第１機器１００で直接入力することもで
き、医者やその他の専門家が入力した情報を第１機器１００で伝達を受けて入力すること
もできる。又は、第１機器１００を用いて、ユーザの基本情報が保存された身分証、サー
ビス会員証などのような外部客体のタグを近距離無線通信方式でリーディングすることで
、基本情報を入力することもできる。
【００７８】
第１機器１００は受信された情報に基づいて行動基準を生成することができるＳ６１５。
【００７９】
行動基準には、上述したように、処方箋、摂食方法、健康献立、ダイエット献立、運動計
画表、ダイエット生活計画表などのように多様な基準がある。このような行動基準は、他
人の承認が必要な基準、不必要な基準に区分されてもよい。即ち、医者または管理者のよ
うな別のユーザの承認によって有効化される第１行動基準及び外部の承認が不必要な第２
行動基準に区分されてもよい。
【００８０】
承認が必要な行動基準の例として処方箋の場合には医者が作成した情報を外部装置からダ
ウンロードして入力するか、処方箋に印刷されたバーコードやＱＲコード、処方箋に付着
されたＮＦＣタグなどを利用して第１機器１００に入力することもでき、処方箋の内容を
ユーザが肉眼で見て入力した内容で行動基準が生成されてもよい。このような行動基準は
臨時行動基準になることができる。
【００８１】
このように、ユーザが医者の処方した処方箋の内容をそのまま第１機器１００に入力する
ことができるのであれば、その処方箋の内容が正確なものであるかを検証するために、外
部の承認を受けるように実現することができる。臨時行動基準に対する外部承認があれば
、予め生成した行動基準は臨時行動基準に代替される。
【００８２】
なお、承認が不必要な行動基準の場合にも上述したように多様な方式で入力することがで
きる。なお、承認が不必要な行動基準の場合には第１機器１００で自動で生成することも
できる。一例として、ダイエット献立や運動計画表などの場合、第１機器１００はユーザ
が入力した体重、身長情報を用いて標準体重及び肥満度を算出し、その肥満度に対応する
減量目標を自動で算出することができる。これにより、予め保存されたデータベースから
減量目標値に対応する一日推奨摂取カロリー、一日運動量、推奨運動量などを決定するこ
とができる。データベースは複数回の繰り返し実験を通して得られた最適値を記録してお
いたもので、第１機器１００に予め保存されていてもよい。
【００８３】
一方、その他の行動基準の場合にはユーザが直接第１機器１００上で行動基準を作成して
入力したり、自分の他の端末装置を利用して行動基準を作成した後、第１機器１００に伝
達して第１機器１００に保存することもできる。
【００８４】
生成された行動基準が承認が必要な場合Ｓ６２０：Ｙ、第１機器１００は基本情報、行動
基準などを含んだ承認要請をシステムサーバ１０００に伝送するＳ６２５。上述した例で
は、処方箋に対応するが行動基準が承認のために要求される場合であると記載したが、必
ずこれに限定されるものではなく、運動や献立などのような多様な基準についても承認を
受けて利用するように設定することもできる。
【００８５】
システムサーバ１０００は第１機器１００から承認要請が受信されると、第１機器１００
のユーザにマッチングする第２機器２００に承認要請を再伝送するＳ６３０。システムサ
ーバ１０００には、健康管理サービスに加入したユーザ毎に管理者をマッチングさせ、そ
のマッチングされた管理者が備える第２機器２００に対するＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌ）アドレスや、メールアドレス、電話番号などを保存しておくことができ
る。これにより、加入されたユーザがログインして承認要請を伝送すると、予め保存され
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た第２機器の情報の中でユーザにマッチングされる第２機器２００を探索し、マッチされ
た第２機器２００に承認要請を伝送する。
【００８６】
第２機器２００で承認要請が受信されると、承認のためのＵＩ画面をディスプレイする。
これにより、管理者はＵＩ画面を通してユーザの基本情報及び行動基準を確認し、適切で
あるか否かを判断して承認を行うことができるＳ６３５。
【００８７】
承認が行われると第２機器２００は承認結果をシステムサーバ１０００に伝送するＳ６４
０。システムサーバ１０００は承認結果を第１機器１００にまた伝送するＳ６４５。
【００８８】
第１機器１００は承認が行われると、行動基準を保存するＳ６５０。一方、承認が不必要
な場合にはＳ６２０：Ｎ、承認したか否かに関係なくすぐに行動基準を保存するＳ６５０
。一方、承認結果が予め設定された時間内に受信されないと第１機器１００は予め設定さ
れた回数だけ承認要請を再伝送することができる。又は、承認に失敗すると、第１機器１
００は行動基準を再生成して改めて承認要請を伝送するか、第２機器２００に対して行動
基準を生成して伝送してくれることを要請することもできる。例えば、第２機器を使用す
る医者は、承認が受信された行動基準の代わりに新たに承認された行動基準を伝送するこ
とができる。
【００８９】
第１機器１００は行動基準が保存された状態でユーザの行動に関連した情報が収集される
と、収集された情報に基づいて行動情報を生成するＳ６５５。行動情報を生成する方法は
上述したように多様に実現されてもよい。
【００９０】
第１機器１００は行動情報及び行動基準を比較して健康管理情報を生成することができる
Ｓ６６０。健康管理情報は、行動情報によって決定される評価点数に従って生成されるフ
ィードバック情報であってもよく、行動基準と行動情報との比較によって抽出される新規
行動基準や臨時行動基準であってもよい。
【００９１】
健康管理情報が新規行動基準である場合には予め保存された行動基準が新規行動基準に代
替される。健康管理情報が臨時行動基準である場合には、外部承認を通して承認が行われ
ると、以前の行動基準を臨時行動基準に代替する。このように、ユーザの行動に応じて行
動基準が動的に変更される。
【００９２】
第１機器１００は健康管理情報を保存しておいた状態で予め設定されたイベントが発生す
るとＳ６６５、健康管理情報をシステムサーバ１０００に伝送しＳ６７０、システムサー
バ１０００はこれをまた第２機器２００に伝送するＳ６７５。
【００９３】
図６においては、行動基準を第１機器１００で生成し、健康管理情報も第１機器１００で
生成して健康を管理する実施形態について説明したが、健康管理情報はシステムサーバ１
０００で生成されて管理されてもよい。この場合、第１機器１００は行動基準に応じて各
種の誘導メッセージをディスプレイする動作を行うことができる。そして、ユーザの行動
に関連したデータが収集されると、収集されたデータに基づいて行動情報を生成し、行動
情報をシステムサーバ１０００に伝送することができる。行動基準を第１機器１００で生
成して健康管理情報はシステムサーバ１０００で生成して管理する実施形態については図
６の実施形態と大きく変わっていないため、図示及び説明は省略する。
【００９４】
その他、ユーザの基本情報の入力を受ける主体、行動基準を生成する主体、健康管理情報
を生成する主体などは実施形態別に異なってもよい。以下では、各実施形態について説明
する。
【００９５】



(18) JP 6671679 B2 2020.3.25

10

20

30

40

50

＜システムサーバで行動基準を生成する実施形態＞
図７は、本発明の別の実施形態にかかるシステムにおけるカスタマイズ型健康管理方法を
説明するためのタイミング図である。
【００９６】
同図によると、ユーザは自分の端末装置である第１機器１００を通してユーザ基本情報を
入力しＳ７１０、入力された基本情報をシステムサーバ１０００に伝送するＳ７１５。こ
の場合、ユーザはオンライン又はオフラインを通してシステムサーバ１０００にサービス
加入を申請して自分のアカウントを付与してもらうことができる。ユーザは自分のＩＤ及
び暗証番号を入力してシステムサーバ１０００にログインすることができる。アカウント
を付与してもらうために、ユーザは情報を入力したり、ログイン後に修正された多様な情
報を提供することができる。このような情報は、基本情報としてシステムサーバ１０００
に提供されてよい。すなわち、ユーザが入力した情報やログインの後にユーザが修正した
各種情報が上述した基本情報としてシステムサーバ１０００に提供されてもよい。
【００９７】
システムサーバ１０００は提供された基本情報を用いて行動基準を生成するＳ７２０。行
動基準は上述したように様々な類型になることができる。行動基準を生成する方式につい
ては図６において説明したため重複説明は省略する。
【００９８】
システムサーバ１０００で行動基準が生成されると、システムサーバ１０００は承認が必
要な行動基準であるか否かを判断するＳ７２５。判断結果、承認が必要であればＳ７２５
：Ｙ、ユーザの基本情報及び行動基準を含む承認要請を第２機器２００に伝送するＳ７３
０。
【００９９】
第２機器２００は承認要請が受信されると、ユーザがの基本情報及び行動基準を含む承認
画面をディスプレイして、管理者が承認を行うことができるようにする。これにより、承
認が行われるとＳ７３５、第２機器２００は承認結果をシステムサーバ１０００に伝送す
るＳ７４０。システムサーバ１０００は承認結果が受信されるか、承認が不必要な行動基
準の場合には、その行動基準を第１機器１００に伝送するＳ７４５。
【０１００】
第１機器１００は受信された行動基準を保存し、その後から収集されるデータを用いて行
動情報を生成するＳ７５０。
【０１０１】
第１機器１００は生成された行動情報と行動基準とを比較して健康管理情報を生成しＳ７
５５、特定のイベントが発生するとＳ７６０：Ｙ、健康管理情報をシステムサーバ１００
０に伝送するＳ７６５。システムサーバ１０００は第１機器１００から受信された健康管
理情報を第２機器２００に伝送するＳ７７０。
【０１０２】
行動情報の生成方法や健康管理情報の生成方法、イベントの種類などは上述した部分で具
体的に説明したため重複説明は省略する。
【０１０３】
図８は、システムサーバ１０００で行動基準及び健康管理情報を全て生成する実施形態に
おける動作を説明するための図である。
【０１０４】
同図によると、ユーザは第１機器１００を通して基本情報を入力しＳ８１０、入力された
基本情報はシステムサーバ１０００に伝送されるＳ８１５。システムサーバ１０００は伝
送された基本情報に基づいて行動基準を生成するＳ８２０。そして、承認が必要であれば
Ｓ８２５、第２機器２００に承認要請を伝送してＳ８３０、承認を受けるＳ８３５、Ｓ８
４０。
【０１０５】
承認が完了されるか承認なしに行動基準が決定された場合、システムサーバ１０００は第
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１機器１００のユーザに対して付与されたアカウントに決定された行動基準を保存する。
【０１０６】
そして、システムサーバ１０００は第１機器１００に生成された行動基準を伝送するＳ８
４５。第１機器１００は行動基準が伝送されると、その行動基準に合わせてユーザが行動
できるように時間及び場所のような行動基準に対応する命令を含む適切なメッセージを出
力する。一方、ユーザが行動基準を知る必要がない場合には行動基準を第１機器１００に
伝送するステップは省略されてもよいことは言うまでもない。
【０１０７】
第１機器１００はユーザの行動に関連した情報を収集してユーザの行動情報を生成するＳ
８５０。生成された行動情報はシステムサーバ１０００に伝送されるＳ８５５。
【０１０８】
システムサーバ１０００は受信された行動情報と該当ユーザに対して予め保存された行動
基準とを比較して健康管理情報を生成するＳ８６０。
【０１０９】
このような状態でシステムサーバ１０００は予め設定されたイベントが発生するとＳ８６
５、第１機器及び第２機器２００にそれぞれ健康管理情報を伝送するＳ８７０、Ｓ８７５
。
【０１１０】
以上のような実施形態のように行動基準は第１機器１００やシステムサーバ１０００で生
成することもできるが、専門家の確認が必要な行動基準については外部装置（即ち、第２
機器）の承認を受けなければならない。このような点を考慮して、本発明の別の実施形態
では専門家である管理者が直接自分の端末装置を用いて行動基準を生成してあげることが
できる。以下では、第２機器で行動基準を生成する実施形態について説明する。
【０１１１】
＜第２機器で行動基準を生成する実施形態＞
図９によると、第１機器１００は基本情報が入力されるとＳ９１０、システムサーバ１０
００に伝送するＳ９１５。システムサーバ１０００は予め保存されたデータベース内で、
第１機器１００にマッチングする管理者の端末装置である第２機器２００を検索する。シ
ステムサーバ１０００が病院サーバで実現された場合、システムサーバ１０００は病院に
勤務しているか協力関係にある医者、看護婦、栄養士、リハビリトレーナーなどの端末装
置に対する情報をデータベースにまとめて保存することができる。これにより、ユーザの
基本情報にマッチングする管理者を選択することができる。一例として、ユーザが疾病治
療を目的で健康管理サービスに加入した場合であると、当該疾病に対する専門医を管理者
として選択して、該当ユーザとマッチングさせてデータベースに記録することができる。
又は、ユーザがリハビリ治療中であればリハビリトレーナーを管理者として選択して、ユ
ーザとマッチングさせることができる。その他、ユーザの年齢、性別、国籍、状態、サー
ビス加入目的などを総合的に考慮して管理者をマッチングさせることができる。管理者を
マッチングする過程はシステムサーバ１０００を運営する運営者によって主導的に行われ
てもよく、または、ユーザの基本情報と適切な管理者をマッチングさせるためのマッチン
グアルゴリズムに従って自動的に行われてもよい。
【０１１２】
システムサーバ１０００は第２機器２００が検索されると、第２機器２００にユーザの基
本情報を伝送するＳ９２０。
【０１１３】
第２機器２００は生成された基本情報に基づいて行動基準を生成するＳ９２５。第２機器
２００は生成した行動基準をシステムサーバ１０００に伝送するＳ９３０。システムサー
バ１０００は行動基準を第１機器１００に伝達するＳ９３５。
【０１１４】
第１機器１００は受信された行動基準を保存するＳ９４０。第１機器１００は行動基準を
多様な方式で活用することができる。例えば、行動基準で投薬時間及び投薬情報を決めて
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いる場合なら、決められた時間に投薬する薬品に対する情報をディスプレイしてユーザの
投薬を誘導することができる。運動時間が到来したときにも、アラム信号を出力してユー
ザの運動を誘導することができる。
【０１１５】
なお、第１機器１００は多様な方式でユーザの行動に関連した情報を収集して行動情報を
生成するＳ９４５。
【０１１６】
これにより、第１機器１００は生成された行動情報と行動基準とを比較して健康管理情報
を生成するＳ９５０。健康管理情報は多様な形態で生成されることができる。即ち、上述
した図４において説明したように、ユーザの行動情報と行動基準との符合程度に応じて累
積される評価点数を含む形態であってもよい。なお、評価点数に対応するフィードバック
情報を含んでもよい。評価点数の算出方法及びフィードバック情報の例については上述し
たため、重複説明は省略する。
【０１１７】
第１機器１００は生成された健康管理情報をシステムサーバ１０００に伝送するＳ９５５
。システムサーバ１０００は伝送された健康管理情報を保存するＳ９６０。このような状
態で、システムサーバは予め設定されたイベントが発生するとＳ９６５、第２機器２００
に健康管理情報を伝送するＳ９７０。
【０１１８】
ここで、イベントとは、上述したように多様に設定されてもよい。一例として、評価点数
が第１臨界値以上に高くなった場合、或いは、第２臨界値未満に落ちた場合に、健康管理
情報を伝送することができる。又は、システムサーバ１０００はユーザが契約したサービ
ス加入期間が満了したとき、予め設定されたテスト期間が満了したときなどにも、健康管
理情報を伝送してあげることができる。
【０１１９】
又は、システムサーバ１０００はユーザの状態が目標状態に到達したと判断された場合に
も健康管理情報を伝送することができ、第１機器１００のユーザ、第２機器２００の管理
者、システムサーバ１０００の運営者、その他の保護者などが行動基準の変更を要請した
場合にも健康管理情報を第２機器２００に伝送してあげることができる。
【０１２０】
第２機器２００はユーザの健康管理情報を確認してユーザの状態変更を予測し、行動基準
を変更することができるＳ９７５。第２機器２００の管理者は、ユーザが行動基準をよく
守っていると判断された場合には更に良い効果を得るための強化された行動基準を新たに
入力することができる。一方、ユーザが行動基準を守っていないと判断されるとユーザが
行動基準を更に守ることができるように緩和された行動基準を新たに入力することができ
る。
【０１２１】
一方、上述したように、行動基準は長期行動基準及び短期行動基準に区分することができ
る。長期行動基準の場合、累積点数、行動情報、個人健康情報、医学情報などに基づいて
予め設定されたアルゴリズムに従って変更する。一例として、服薬種類、服薬時間、服薬
量、適正運動種類、運動時間、運動量、食品摂取量、摂取時間、適正食品種類、適正空気
量、空気種類、睡眠時間、就寝時間、起床時間、睡眠環境などが長期行動基準になること
ができるが、管理者はこれらの様々な長期行動基準をユーザの状態に合わせて変更するこ
とができる。短期行動基準は長期行動基準に対して付随的に変更することができる。
【０１２２】
これにより、第２機器２００において以前の行動基準を修正した新規行動基準が入力され
るとＳ９７５、第２機器２００は行動基準をシステムサーバ１０００に伝送しＳ９８０、
システムサーバ１０００は行動基準を第１機器１００に伝送するＳ９８５。第１機器１０
０は受信された新規行動基準に従って行動基準を更新するＳ９９０。
【０１２３】
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図９においては、ユーザの基本情報が第１機器１００を通して入力されシステムサーバ１
０００を通して第２機器２００に伝達される場合を説明したが、オフラインで契約が行わ
れた場合にはユーザの基本情報は第２機器２００ですぐに入力することもできる。例えば
、ユーザが病院で医者診療を受けた場合、診療過程で把握されたユーザの基本情報が医者
又は看護婦が管理する第２機器２００ですぐに入力することができる。
【０１２４】
図１０は、ユーザの基本情報が第２機器ですぐに入力される実施形態を説明するための図
である。同図によると、ユーザに対する基本情報は第２機器２００ですぐ入力されＳ１０
１０、それに対する行動基準も共に生成されるＳ１０１５。
【０１２５】
第２機器２００は生成された行動基準をシステムサーバ１０００に伝送するＳ１０２０。
システムサーバ１０００は診療を受けたユーザが持つ第１機器１００に行動基準を伝送す
るＳ１０２５。
【０１２６】
第１機器１００は行動基準を保存しＳ１０３０、保存された行動基準を多様な方式で活用
してユーザが適切な行動をするように誘導することができる。
【０１２７】
第１機器１００はユーザに対する行動情報を生成しＳ１０３５、行動情報をシステムサー
バ１０００に伝送するＳ１０４０。システムサーバ１０００は受信された行動情報と行動
基準とを比較して健康管理情報を生成するＳ１０４５。
【０１２８】
システムサーバ１０００は生成された健康管理情報を第２機器２００に伝送するＳ１０５
０。健康管理情報は第２機器２００から伝送要請があるか、予め設定された伝送周期が到
来したときに、第２機器２００に伝送されてもよい。なお、図１０においては図示してな
いが、健康管理情報は第１機器１００に伝送されてもよい。
【０１２９】
第２機器２００は健康管理情報が受信されると、健康管理情報を含む行動基準入力画面を
ディスプレイする。管理者は行動基準入力画面を通して第１機器１００のユーザに対する
行動基準を修正して新規行動基準を生成するＳ１０５５。
【０１３０】
第２機器２００は生成された新規行動基準をシステムサーバ１０００に伝送しＳ１０６０
、システムサーバ１０００は受信された新規行動基準を第１機器１００に伝達するＳ１０
６５。
【０１３１】
第１機器１００は新規行動基準が受信されると、以前に保存されていた行動基準を更新す
るＳ１０７０。第１機器及びシステムサーバ１０００はその後からは新たに更新された行
動基準に従ってユーザの行動を管理する。
【０１３２】
図１１は、本発明のまた別の実施形態にかかるシステムの動作を説明するための図である
。同図によると、第１機器１００においてユーザに対する基本情報が入力されるＳ１１１
０。
【０１３３】
入力された基本情報はシステムサーバ１０００を通してＳ１１１５、第２機器２００に伝
送されるＳ１１２０。第２機器２００ではユーザの基本情報に基づいて行動基準を生成し
Ｓ１１２５、システムサーバ１０００を通して第１機器１００に提供するＳ１１３０、Ｓ
１１３５。システムサーバ１０００は第１機器１００のユーザに対して割り当てられた保
存空間に行動基準を保存しておく。
【０１３４】
第１機器１００は受信された行動基準を保存しＳ１１４０、行動情報を生成してＳ１１４
５、システムサーバ１０００に伝送するＳ１１５０。システムサーバ１０００では受信さ
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れた行動情報と第１機器１００のユーザに対して保存された行動基準とを比較して、健康
管理情報を生成するＳ１１５５。
【０１３５】
システムサーバ１０００は生成された健康管理情報を第２機器２００に伝送しＳ１１６０
、第２機器２００では健康管理情報に基づいて行動基準を修正した新規行動基準が入力さ
れるＳ１１６５。第２機器２００は新規行動基準をシステムサーバ１０００に伝送するＳ
１１７０。
【０１３６】
システムサーバ１０００は新規行動基準を第１機器１００に伝送するＳ１１７５。第１機
器１００は受信された新規行動基準に従って行動基準を更新するＳ１１８０。
【０１３７】
以上のように、ユーザの基本情報を入力する動作や行動基準を生成する動作は、実施形態
に応じて第１機器１００、システムサーバ１０００、第２機器２００などで様々な方式で
入力されることができる。特に、ユーザの基本情報は、ユーザ自分、システム運営者、管
理者（即ち、医者など）が自分の装置で手動で入力することができる。この場合、ユーザ
の住民登録番号や以前に付与された管理番号、ユーザＩＤなどのように簡単な識別情報が
入力されると、システムサーバ１０００や別途の外部サーバなどに保存されたユーザの個
人健康情報と自動で連係させて必要な情報を収集することもできる。一例として、ユーザ
が住民登録番号を入力した場合、システムサーバ１０００は、サーバに位置した一つまた
はそれ以上のデータベース、医療保険公団サーバ、病院サーバ、保険会社サーバなどから
ユーザに関連した治療記録、病歴、家族病歴、保険料納付記録などのような多様な情報を
収集して、行動基準生成に使用することができる。
【０１３８】
なお、一部の実施形態では行動基準を第１機器１００で生成せずに、外部装置、即ち、シ
ステムサーバ１０００や第２機器などで生成して、これを受信して使用する。この場合、
第１機器１００は行動基準の以外に多様な付加情報も共に外部サーバから受信することが
できる。例えば、健康管理に有用な一般的な情報や、広告、保険資料、行動基準に従った
場合に生じる肯定的な効果に対する情報、行動基準を守らなかった時に生じる否定的な効
果に対する情報などが付加情報として共に受信されることができる。第１機器１００は行
動基準及び付加情報を保存して使用することができる。第１機器１００はこのような情報
が新たに受信されると、以前情報を更新する。
【０１３９】
なお、健康管理情報も第１機器１００、システムサーバ１０００などで生成されて管理さ
れてもよい。以上のような実施形態では第２機器２００で健康管理情報を生成することは
図示していないが、状況に応じて第２機器２００で健康管理情報を生成して管理する実施
形態のように実現できることは言うまでもない。
【０１４０】
＜他の機器と連動する実施形態＞
図１２は、第１機器１００、システムサーバ１０００、第２機器２００の他、他の機器も
健康管理サービスを共にサポートする実施形態を示す図である。
【０１４１】
同図によると、第１機器１００で基本情報が入力されるとＳ１２１０、第１機器１００は
基本情報をシステムサーバ１０００に伝送するＳ１２１５。
【０１４２】
基本情報にはユーザに対する各種の情報の他、第３、４機器３００、４００に対する情報
も更に追加されてもよい。第３、４機器３００、４００は多様な利害関係を有する他人の
サーバ又は端末装置であってもよい。図１２では、第３機器３００は保険会社サーバ、第
４機器４００は保護者端末装置に実現された場合であると仮定して説明する。
【０１４３】
システムサーバ１０００は基本情報を第２機器２００に伝送するＳ１２２０。
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【０１４４】
第２機器２００は受信された基本情報に基づいて行動基準を生成するＳ１２２５。第２機
器２００は生成された行動基準をシステムサーバ１０００に伝送するＳ１２３０。
【０１４５】
システムサーバ１０００は受信された行動基準を第１機器１００、第３機器３００に伝送
するＳ１２３５、１２４０。図１２では図示していないが、システムサーバ１０００は必
要に応じて第４機器４００にも行動基準を伝送してあげることができる。
【０１４６】
第３機器３００は行動基準が受信されると、受信された行動基準に基づいて保険資料を生
成することができるＳ１２４５。即ち、ユーザに関連した各種の情報に基づいて保険額、
保険金、保険期間などを算出することができる。算出された保険資料は第１機器１００又
は第４機器４００に伝送され、保険契約締結又は保険更新に使用することができる。
【０１４７】
このように保険会社との情報共有のために、第３機器３００の運営者、即ち、保険会社も
システムサーバ１０００の運営者と協約を締結することができる。即ち、本発明の内容は
メーカ間の協約によって行われるＢ２Ｂ（Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　ｔｏ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ）
モデルとしても開発することができる。これについては後述する。
【０１４８】
一方、第１機器１００は行動基準が受信されると受信された行動基準を保存しＳ１２５０
、行動情報を生成するＳ１２５５。生成された行動情報はシステムサーバ１０００に伝送
されるＳ１２６０。
【０１４９】
システムサーバ１０００は行動情報及び行動基準を比較して健康管理情報を生成するＳ１
２６５。
【０１５０】
システムサーバ１０００は生成された健康管理情報を第２機器２００、第３機器３００に
それぞれ伝送するＳ１２７０、Ｓ１２７５。
【０１５１】
第２機器２００はユーザの健康管理情報に基づいて新規行動基準を生成するＳ１２８０。
新規行動基準はシステムサーバ１０００に伝送されるＳ１２８５。
【０１５２】
システムサーバ１０００が新規行動基準を第１機器１００及び第３機器３００にそれぞれ
伝送するＳ１２９０、Ｓ１２９５。
【０１５３】
第１機器１００は新規行動基準を用いて行動基準を更新するＳ１３００。
【０１５４】
第３機器３００は新規行動基準が受信されると、ユーザの健康管理情報及び新規行動基準
のうち少なくとも一つに基づいて保険資料を更新するＳ１３１０。保険資料の更新は第３
機器３００のユーザが直接入力する内容に従って手動的に更新されてもよく、予め設定さ
れた保険料算出のアルゴリズムに従って自動で更新されてもよい。例えば、健康管理情報
に含まれた評価点数が高いと、その評価点数に比例して保険料を低くすることができ、評
価点数が低いと保険料を高くすることができる。
【０１５５】
システムサーバ１０００は予め設定されたイベントが発生するとＳ１３０５、以前の行動
基準、新規行動基準、ユーザ基本情報、健康管理情報などの多様な情報を第１機器、第２
機器、第３機器、第４機器などにそれぞれ伝送することができるＳ１３１５、Ｓ１３２０
、Ｓ１３２５、Ｓ１３３０。
【０１５６】
図１２に示された実施形態によると、ユーザに対して生成された行動基準と、ユーザの実
際行動を考慮して、健康管理だけでなく多様な種類の付加的な管理、例えば、多様な生活
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習慣管理サービス、消費サービスを並行することができるようになる。
【０１５７】
図１３は、上述した多様な実施形態で使用できる第１機器１００の細部構成の一例を示す
ブロック図である。
【０１５８】
同図によると、第１機器１００は、近距離無線通信部１１０、制御部１２０、保存部１３
０、入力部１４０、出力部１５０、通信部１６０を含む。
【０１５９】
入力部１４０は、タッチスクリーン、タッチパッド、ボタン、リモコン信号インターフェ
ース、キーボード、マウス、ジョイスティックなどのような多様な入力手段を含むことが
できる。これにより、ユーザの基本情報や各種のユーザ命令の入力を受けて、制御部１２
０に伝達する。
【０１６０】
制御部１２０は入力部１４０を通して入力された命令に対応する動作を行う。制御部１２
０はシステムメモリ、メインＣＰＵ，イメージ処理部、各種インターフェースを含む。制
御部１２０は保存部１３０と連結されるインターフェース、通信部１６０と連結されるネ
ットワークインターフェース及びその他のポートと連結されるインターフェースなどを含
むことができる。制御部１２０の細部構成の例及びその動作については後述する部分で具
体的に説明する。
【０１６１】
制御部１２０は保存部１３０に保存されたアプリケーションを用いて行動情報を生成して
保存部１３０に保存する。通信部１６０は保存部１３０に保存された行動情報をシステム
サーバ１０００に伝送する。制御部１２０はアプリケーションの実行によって、上述した
多様な実施形態にかかるカスタマイズ型健康管理サービスを提供することができる。以下
では、各実施形態での制御部１２０の動作について説明する。
【０１６２】
まず、ユーザに対する基本情報を第１機器１００で入力する実施形態の場合、制御部１２
０は内蔵されたイメージ処理部を駆動させ、ユーザＵＩ（Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ
）画面を構成した後、出力部１５０を通してディスプレイする。イメージ処理部はグラフ
ィックレンダリング、スケーリングなどのような多様なイメージ処理を行うことができる
。
【０１６３】
出力部１５０はディスプレイユニット及びスピーカを含むことができる。出力部１５０は
制御部１２０で提供するユーザＵＩ画面をディスプレイユニットを通してディスプレイす
る。ユーザはユーザＵＩ画面を見ながら入力部１４０を用いて基本情報を入力することが
できる。制御部１２０は入力された基本情報をシステムサーバ１０００又はその他の外部
装置に伝送してあげることができる。上述したように、基本情報とは、ユーザを識別する
ことができる名前、ユーザＩＤ、住民登録番号、管理番号などのような識別情報、ユーザ
の身長や体重、年齢、性別、血液型などのような特性情報、ユーザの治療履歴、病歴、家
族病歴、体質情報、生活習慣、運動経歴などのような特別情報などを含むことができる。
そのうち、治療履歴、病歴、家族歴などのように医療行為に関連した情報は健康情報であ
ると称することもできる。このような基本情報はユーザが直接入力する場合の以外に、別
途の生体センサでセンシングされたり外部装置から伝送されて入力されてもよい。
【０１６４】
一方、行動基準及び健康管理情報を第１機器１００で直接生成して管理する実施形態によ
ると、制御部１２０はユーザが入力した基本情報を用いて各種の行動基準を生成する。行
動基準には、運動情報、摂食情報、投薬情報、生活環境情報などのような多様な情報が含
まれてもよい。なお、行動基準は外部承認が必要な第１行動基準、外部承認が不必要な第
２行動基準が含まれてもよい。その他、長期行動基準及び短期行動基準が含まれてもよい
。



(25) JP 6671679 B2 2020.3.25

10

20

30

40

【０１６５】
ユーザの基本情報に従って生成される行動基準の一例を挙げると、次の表の通りである。
【０１６６】
【表１】

【０１６７】
表１において、年齢、身長、体重はユーザの基本情報に該当する。推奨行動基準はその基
本情報にマッチングする最適の行動基準を記載しておいたものを意味する。制御部１２０
は、表１のような形態で設けられたデータベースを用いて、ユーザの基本情報の基本要素
に従う行動基準を自動で設定することができる。
【０１６８】
説明の便宜のため、表１では、年齢が１０～１５範囲の状態において、身長、体重の範囲
が個別的に決められた状態で推奨行動基準を単純に記載したが、実際には同一の年齢範囲
以内で各身長範囲別に複数の体重範囲に区分して各体重範囲ごとに推奨行動基準を相違に
設定することができる。
【０１６９】
なお、性別や国籍、地域、心拍数などのような多様な項目が基本情報に追加され、推奨行
動基準をより細分化して設けておくこともできる。
【０１７０】
このような行動基準の種類及びその生成方法については上述した部分ですでに説明したた
め、重複説明は省略する。
【０１７１】
制御部１２０は生成された行動基準を保存部１３０に保存し、行動情報が生成されると行
動情報と行動基準とを比較して、健康管理情報を生成する、健康管理情報については上述
したように行動情報と行動基準との比較結果を評価点数に換算して記録することができる
。一例としては健康管理情報は次のような方式で生成されてもよい。
【０１７２】
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【表２】

【０１７３】
表２によると、行動基準が週３回に設定された状態で行動情報、即ち、実際の運動回数が
週３回、週１回、週５回である場合をそれぞれ示す。表２の運動基準の場合はユーザが調
整できる行動基準であり、基準心拍や実際心拍は、ユーザが調整できない健康指標に該当
する。健康の指標の更に別の例として、血圧や血糖などがあってよい。
【０１７４】
累積点数は装置で自動算出することができる。行動基準で決めた回数を超過した場合には
累積点数１０点が付与されるが、週１回しか運動していない場合には累積点数が６点付与
された状態である。なお、基本情報にはユーザの心拍数が含まれ、その心拍情報に従って
フィードバック情報内容及びフィードバック形態が決められる。心拍情報は第１機器１０
０と連結されるか、第１機器１００内に内蔵された生体信号センサによってセンシングさ
れてもよい。これにより、行動基準に従う行動が行われているかモニタリングすることが
できる。ユーザの異常徴候を検知されると、それによる応急措置が提供されることができ
る。
【０１７５】
制御部１２０は上述した表１及び表２に記載されているような情報を含むデータベースに
基づいて、行動基準、健康管理情報を生成することができる。生成された行動基準が承認
が必要な場合、外部装置に伝送して承認を要請することは上述した部分で具体的に説明し
たため、重複説明は省略する。
【０１７６】
一方、行動基準自体は第１機器１００で生成し、健康管理情報はシステムサーバ１０００
で生成する実施形態に従う場合、制御部１２０は生成した行動基準をシステムサーバ１０
００に伝送することができる。
【０１７７】
一方、本発明のまた別の実施形態のように、行動基準をシステムサーバ１０００や第２機
器２００で生成する場合には、制御部１２０は通信部１６０を通して行動基準を受信して
保存部１３０に保存する。これにより、制御部１２０は行動基準と行動情報とを比較して
健康管理情報を生成し、生成された健康管理情報を保存部１３０に保存することができる
。
【０１７８】
又は、健康管理情報もシステムサーバ１０００で生成して管理する実施形態によると、制
御部２０は行動情報のみをシステムサーバ１０００に伝送して、システムサーバ１０００
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の制御を受けることもできる。
【０１７９】
以上のように、第１機器１００に含まれる各構成要素の動作は実施形態毎に相違に行われ
てもよく、各実施形態における第１機器１００の動作は既に具体的に説明したため、重複
説明は省略する。
【０１８０】
図１４は、ユーザに対する基本情報を入力する入力画面の一例を示す。図１４は、第１機
器１００でユーザが基本情報を入力して行動情報を生成する場合、第１機器１００でディ
スプレイされる画面を示す。同図によると、入力画面１５００－１には、名前、性別、年
齢、住民登録番号、身長、体重、目標体重、運動期間などのような多様な項目を入力する
ための入力領域が表示され、入力修正又は入力完了を命令するための各種メニュー項目１
５０１、１５０２が表示される。ユーザは入力領域をタッチして直接数字や文字を入力し
て基本情報を入力した後、完了メニュー項目１５０２を選択して基本情報入力動作を完了
することができる。
【０１８１】
ユーザが基本情報を全て入力すると、入力された基本情報が保存され、保存された入力情
報に従って行動基準が自動で生成される。これにより、行動基準生成画面１５００－２が
ディスプレイされる。行動基準生成画面１５００－２には現在ユーザの状態と、各種行動
基準がディスプレイされる。
【０１８２】
図１４では摂食基準及び運動基準が生成されてディスプレイされた状態を示す。上述した
ように、行動基準はすべて自動で生成されてもよいが、一部行動基準はユーザが選択する
ようにしてもよい。例えば、図１４に示すように、一番目の行動基準は自動で設定され、
二番目の行動基準である運動基準はユーザが選択可能な形態に表示される。これにより、
行動基準生成画面１５００－２には運動種目を表示する運動情報領域１５０３、運動種目
を変更できる選択ボタン１５０４、選択された運動種目による運動量を示す運動量表示領
域１５０５が表示される。選択ボタン１５０４を選択すると、選択可能な運動種目のリス
トが運動情報領域１５０３の下側にオープンされる。ユーザがそのリスト上で徒歩を選択
した場合、適切な徒歩量が運動量表示領域１５０５に表示される。
【０１８３】
図１４の画面は、ユーザの基本情報を入力する装置でディスプレイされる。即ち、第１機
器１００、システムサーバ１０００、第２機器２００のうち一つにおいて図１４のような
画面をディスプレイし、基本情報を入力することができるようにする。
【０１８４】
図１４に示された摂食基準や運動基準の場合には外部の承認がなくても行動基準を生成す
ることができる。しかし、薬品投薬のための行動基準の場合にはユーザ又は第１機器１０
０が任意で生成することができない。この場合、図９、１０、１１に示されたように、第
２機器２００で行動基準を生成して、第１機器１００に伝送することができる。
【０１８５】
一方、図１４の入力画面はユーザがシステムサーバ１０００の運営者が運営するカスタマ
イズ型健康管理サービスを加入するためにアクセスしたウェブページに含まれる画面であ
ってもよい。例えば、ユーザがオンライン上で運営者のウェブページにアクセスしてサー
ビスを申請するようになると、サービス加入過程で図１４の基本情報入力画面１５００－
１のようにユーザの基本情報を入力するようにする画面がディスプレイされてもよい。
【０１８６】
図１５は、第２機器２００で行動基準を生成するために表示する入力画面２１０の例を示
す。
【０１８７】
入力画面２１０にはユーザに対する識別情報及び特性情報を入力する領域２１１、ユーザ
の健康情報を含む特別情報を入力する領域２１２、ユーザに対する処方を入力する領域２
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１３及び情報入力を修正、追加、又は完了するための各種メニュー項目２１４が表示され
る。
【０１８８】
第２機器２００を使用する管理者は各領域内で必要な情報を入力する。具体的には、投薬
する薬品、投薬方法、用量などを記入することができる。これにより、ユーザに対する行
動基準が生成される。
図１６は、ユーザに対する行動基準を修正して新規行動基準を入力するための入力画面の
一例を示す。
【０１８９】
同図によると、第２機器２００に表示される入力画面３１０には、ユーザの識別情報及び
特性情報が表示される領域３１１、ユーザの健康情報を含む特別情報を入力する領域３１
２、ユーザに対して以前に生成した行動基準に対する情報が表示される領域３１３、ユー
ザの行動情報及び行動基準を比較して生成された健康管理情報が表示される領域３１４、
行動基準を修正するためのメニュー項目３１５－１、完了するためのメニュー項目３１５
－２、出力するためのメニュー項目３１５－３が表示される。
【０１９０】
図１６では投薬方法が行動基準として決められた状態で、各薬品別に算出された評価点数
が健康管理情報として表示されることを示す。管理者は図１６の入力画面を見てユーザが
健康管理をよくしているか否かを確認して行動基準を修正するか否かを判断することがで
きる。図１６のような入力画面３１０で管理者が行動基準修正メニュー項目３１５－１を
選択すると、図１５のような入力画面２１０がまたディスプレイされ、管理者はまた図１
５の入力画面２１０を通して行動基準を修正することができる。
【０１９１】
一方、本発明のまた別の実施形態では、ユーザの行動情報の以外にユーザの実際の体の状
態を表す生体情報もセンシングされて共に提供されてもよい。例えば、血圧、血糖、体温
、心臓拍動数などのような生体情報が提供されてもよい。このような生体情報も図１６の
画面３１０上で共に表示される。この場合、管理者が画面上に表示された生体情報とユー
ザの行動情報とに基づいて、ユーザの健康状態が回復されたかそれとも回復中であるか、
薬品の効果があるか否かを判断することができる。これにより、薬品の効果がなかったり
回復の速度が遅いと判断されると、薬品を変更したり、薬品投薬量を増やす方向に行動基
準を変更して新規行動基準を生成することができる。又は、ユーザが完全に回復したと判
断されると、薬品に対する行動基準を削除してそれ以上薬品を投薬しなくてもよいように
設定することもできる。
【０１９２】
図１７は、健康管理情報をディスプレイする画面の一例を示す図である。同図によると、
健康管理情報画面１６００にはユーザの基本情報が表示される領域１６１０、各種行動基
準が表示される領域１６２０、１６３０、健康管理情報が表示される領域１６４０、その
情報を活用するための各種メニュー項目１６５１、１６５２、１６５３、１６５４が含ま
れる。図１７の健康管理情報画面１６００は健康管理情報を生成する機器で行われる。実
施形態によって、第１機器１００、システムサーバ１０００、第２機器２００のうち一つ
において図１７のような画面をディスプレイすることができる。
【０１９３】
一例として、第１機器１００で図１７のような画面をディスプレイした場合、ユーザは印
刷メニュー項目１６５１を選択して健康管理情報画面を印刷することもでき、伝送メニュ
ー項目１６５２を選択して外部装置に健康管理情報を伝送することができる。伝送メニュ
ー項目１６５２を選択した場合、情報伝送が可能な装置に対するリストがディスプレイさ
れる。リストにはシステムサーバ１０００、第２機器２００、第３機器３００、第４機器
４００などに対する多様な情報が表示される。ユーザはリスト上の情報を選択して、伝送
対象を選択して伝送することができる。
【０１９４】
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以上のように、ユーザの基本情報、行動基準、健康管理情報は、多様な画面を通してディ
スプレイすることができる。画面の構成は第１機器１００の種類によって異なってもよい
。
【０１９５】
＜情報表示のための多様な画面構成の例＞
図１８乃至図２２は、行動基準及び健康管理情報を用いてユーザの健康を管理する第１機
器１００の多様な画面構成の例を示す例である。図１８乃至図２２は、第１機器１００が
ユーザの手首に着用できる形態の機器である場合の画面構成の例を示す。
【０１９６】
図１８によると、第１機器１００には評価点数に換算された健康管理情報１８００がディ
スプレイされる。図１８のような健康管理情報は持続的又は周期的にディスプレイされて
もよく、ユーザが命令を入力したときにのみディスプレイされてもよい。ユーザは自分の
健康管理点数を確認して健康管理のための行動を行うように、刺激を受け積極的に管理す
ることができる。
【０１９７】
第１機器１００は評価点数が予め設定された第１臨界値以上に累積された場合には褒める
メッセージを表示し、予め設定された第２臨界値未満に累積された場合には警告メッセー
ジを表示する。褒めるメッセージや警告メッセージは第１機器１００にディスプレイされ
る他、システムサーバ１０００、第２機器２００に提供されてもよい。
【０１９８】
図１９は、評価点数が予め設定された臨界値以下に落ちた場合に警告メッセージを表示す
る画面１９００の一例を示す。この場合、画面１９００を表示すると同時に振動やお知ら
せ音を共に提供することができる。又は、警告メッセージが表示される画面１９０のカラ
ーを変更したり点滅させたりして状況の至急性を知らせることもできる。この場合、警告
メッセージの表示頻度、音声ボリューム、振動の大きさ、光の強さ、お知らせ時間、お知
らせ対象などは状況の至急性又は評価点数の大きさによって相違に設定されてもよい。
一方、上述したように行動情報は外部客体に対する近距離アクセスを通して収集される情
報に基づいて生成されてもよい。この場合、外部客体にアクセスされたとき、ユーザが実
際に薬を服用したかを問い合わせる画面をディスプレイすることができる。
【０１９９】
図２０は、このような画面の一例を示す図である。同図によると、Ａ薬瓶にアクセスされ
た場合、薬品服用が実際に行われたかを問い合わせるメニュー２０１０、２０２０を含む
画面２０００を表示する。ユーザがＹｅｓ２０１０を選択すると当該薬品を服用したもの
と行動情報を生成し、Ｎｏ２０２０を選択すると間違ったタギングであると判断して収集
されたデータを破棄する。
【０２００】
図２１は、行動基準に従ってユーザの行動を誘導するための画面２１００の一例を示す。
同図によると、第１機器１００には投薬時間及び用量を知らせる画面がディスプレイされ
る。この場合、振動やお知らせ音も共に出力されてもよく、画面２１００のカラーが変更
されたり反復的に点滅して行動基準に従って行動するように誘導したり奨励することがで
きる。
【０２０１】
図２２は、第１機器１００でユーザの基本情報を入力し、これに従ってユーザの健康を管
理する方法を提示する一連のメニューおよび画面を説明するための図である。
【０２０２】
同図によると、第１機器１００の待機画面２２００には健康管理を開始するための管理メ
ニュー項目２２０１、基本情報を入力するための設定メニュー項目２２０２、モード転換
のためのメニュー項目２２０３などが表示される。ユーザが設定メニュー項目２２０２を
選択すると、ユーザの基本情報の中で名前を入力するための画面２２００－１が表示され
る。このような画面２２００－１には名前を表示する領域と、その名前を入力するための
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ソフトキーが表示される。名前が入力されると、その他に性別、年齢、身長、体重などの
ような基本情報を入力するための画面２２００－２がディスプレイされる。基本情報が入
力されると設定完了又は修正のためのメニューを含む画面２２００－３がディスプレイさ
れる。このような画面２２００－３で設定完了メニューが選択されると、画面はまた待機
画面２２００に転換される。
【０２０３】
待機画面２２００でユーザが管理メニュー項目２２０１を選択すると、管理画面２２００
－４に転換される。管理画面２２００－４には行動基準に従って次に行うべき行動に対す
る情報がディスプレイされる。図２２では、現在時間ＡＭ９：００を基準に１時間後から
運動しなければならないことを知らせるメッセージを含む管理画面２２００－４がディス
プレイされる。このような状態で運動時間が到来すると運動すべきことを知らせたりリマ
インダーするメッセージを含む管理画面２２００－５がディスプレイされる。ユーザはメ
ッセージ内容に従って運動し始めてもよく、メッセージ内容を無視してもよい。
【０２０４】
ユーザが行動基準に従って運動した場合には肯定的なフィードバックと共に、加算される
評価点数を表示する管理画面２２００－６をディスプレイする。一方、ユーザが行動基準
を無視して運動しなかった場合には否定的なフィードバックと共に評価点数が落ちたこと
を知らせる管理画面２２００－７をディスプレイする。
【０２０５】
以上のように、第１機器１００がユーザの手首に着用できるほど小型ディスプレイ画面を
有する装置である場合にも、基本情報入力、行動基準表示、健康管理情報の表示動作を容
易に行うことができる。
【０２０６】
一方、健康管理情報は上述した多様な例のようにテキストで表現される場合の他、グラフ
や絵で表示されてもよい。
【０２０７】
図２３は、健康管理情報を評価点数で記録した場合、その評価点数の累積状態を日付別に
表すグラフの一例を示す図である。図２３において縦軸は累積された評価点数を示し、横
軸は日付を示す。全体のグラフ上で最も健康管理がよくできた日付や最もよくできなかっ
た日付のグラフは、カラーを他のグラフと相違に表現したり点滅させたりして強調するこ
とができる。図２３において評価点数が最も低い５日付、最も高い１１日付のグラフのカ
ラーが他のカラーと相違に表示された状態を示す。
【０２０８】
ユーザは図２３のようなグラフが表示された場合、グラフを拡大して見ることができる。
タッチスクリーンの機能がサポートされる場合、ユーザはグラフを直接タッチして拡大さ
せることもでき、二つ以上の指でタッチした後、タッチ地点を広げるドラッグ操作を行っ
て拡大させることもできる。グラフが拡大されると運動、投薬、飲食のよな詳細な健康管
理情報を示す相違したグラフが追加的に表示されてもよい。
【０２０９】
図２４は、拡大された状態のグラフの一例を示す。同図によると、健康管理情報は各行動
基準別に相違に生成される。即ち、運動基準、服薬基準、摂食基準に対してそれぞれ個別
的なグラフで表示される。各グラフの長さは評価点数を示す。図２４において、ユーザが
グラフを選択すると、画面上には細部情報２４１０が追加的に表示されてもよい。図２４
においては、服薬時間、服薬量が細部情報２０１０に表示されることを示す。
【０２１０】
図２４はユーザが図２３のグラフを拡大させた状態であると説明したが、最初から図２４
のような形態にグラフが表示されてもよいことは言うまでもない。
【０２１１】
なお、図２３乃至図２４では棒グラフの形態に示したが、グラフは円形やその他の形状に
構成されてディスプレイされてよい。



(31) JP 6671679 B2 2020.3.25

10

20

30

40

50

【０２１２】
そして、グラフ形態で評価点数が表示される期間はユーザが任意で選択することもできる
。例えば、一年、一か月、四半期、一週などの単位をユーザが選択するか、直接期間を入
力することができる。又は、各グラフは例えば１週単位で区分され一つのページに表示さ
れてもよく、この場合には、ユーザのタッチ及びスクロール操作によって以前又は次１週
間の評価点数を表示するページに転換させることもできる。
【０２１３】
なお、上述したようにユーザ端末装置は多様な装置に実現されることができるが、手首に
付着できる形態や歩数計のようにベルトや足首、その他の身体部位に着用できる小型装置
に実現される場合にはディスプレイサイズに制約がある。小型ディスプレイ装置に実現さ
れた場合には、そのディスプレイサイズに合うレイアウトに画面が表示され、画面表示内
容も簡単に決めることができる。
【０２１４】
図２５乃至図２９は、小型ディスプレイを有する装置で表示可能な多様な画面構成の例を
示す。
【０２１５】
図２５によると、行動基準に従って服薬時間になったことを知らせるメッセージと共に服
薬する薬品名、服薬量を表示し、服薬が完了したことを示すためのメニュー項目（または
、ボタン）２５１０、メッセージを無視するための取り消しメニュー項目２５２０が含ま
れた画面が提供される。同図によると、近距離無線通信を通して薬品情報を直接受信しな
くても、服薬確認のためのメニュー項目２５１０が選択されると、ユーザが正常的な服薬
をしたものと行動情報を生成し、これによって健康管理情報を生成する。例えば、評価点
数に一定値を加算することができる。このような実施形態の場合、第１機器１００には近
距離無線通信リーダが省略されてもよい。一方、取り消しメニュー２５２０が選択される
と、服薬が行われなかったものと行動情報を生成し、これによって評価点数に一定値を減
算することができる。
【０２１６】
図２６によると、健康管理がよくでき、評価点数が予め設定された値を超過する場合、お
祝いメッセージと共に評価点数を増加させるための方法に対する更なる情報を提供するた
めのメニュー２６１０及びメッセージを消すための確認メニュー２６２０を含む画面がデ
ィスプレイされてもよい。図２６においてメニュー２６１０が選択されると、ユーザが評
価点数を更に高めることができる具体的な付加情報がディスプレイされる。これにより、
ユーザの勝負への執着心を刺激して、ユーザが健康管理に対して面白さを感じられるよう
にできる。
【０２１７】
図２７によると、健康管理が持続的にうまくできて累積評価点数が第１臨界値以上となっ
た場合、該事実を知らせるメッセージと共に行動基準を上向調整するためのメニュー２７
１０及びメッセージを消すための取り消しメニュー２７２０を含む画面がディスプレイさ
れてもよい。
【０２１８】
図２８によると、健康管理がうまくできなかった場合、運動点数が減少したことを知らせ
るメッセージと共にユーザの行動を改善するための付加情報を確認することができるメニ
ュー項目２８１０及びメッセージを消すための確認メニュー項目２８２０を含む画面がデ
ィスプレイされてもよい。
【０２１９】
図２９によると、健康管理が持続的にできなくて累積点数が第２臨界値未満に落ちた場合
、警告メッセージと共にユーザの行動を改善するための付加情報を確認することができる
メニュー項目２９１０及びメッセージを消すための確認メニュー２９２０を含む画面がデ
ィスプレイされてもよい。図２９では二つのメニュー項目２９１０、２９２０のみディス
プレイされたが、専門医に対して評価点数を伝送するようにするメニューや、行動基準の
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緩和を要請するメニューなどが更に含まれてもよい。なお、図２９のような画面をディス
プレイしながら、同時に管理者に自動でユーザの健康管理情報を伝送してあげることもで
きる。
【０２２０】
以上のように健康管理サービスを提供する過程で各種の情報は多様な画面を通して提供さ
れることができる。
【０２２１】
一方、上述したように、第１機器１００はユーザ端末装置に実現されてもよい。ユーザ端
末装置の動作は上述した多様な実施形態によって相違してもよい。以下では、各実施形態
におけるユーザ端末装置の動作について具体的に説明する。
【０２２２】
＜ユーザ端末装置で行われる動作＞
図３０は、本発明の一実施形態にかかるユーザ端末装置におけるカスタマイズ型健康管理
方法を説明するためのフローチャートである。同図によると、ユーザ端末装置は行動基準
が保存された状態でユーザの行動を把握して、自体的に健康管理を行う。
【０２２３】
具体的には、ユーザ端末装置はユーザの行動に関連したデータを受信するＳ３０１０。デ
ータ受信方式は、上述したように、近距離無線通信方式で実現されてもよく、直接入力す
るか、外部装置から伝送してもらう方式に実現されてもよい。
【０２２４】
ユーザ端末装置は受信されたデータを用いて行動情報を生成するＳ３０２０。行動情報の
生成方法については上述した多様な実施形態で具体的に説明したため、重複説明は省略す
る。
【０２２５】
ユーザ端末装置は予め保存された行動基準と行動情報とを比較するＳ３０３０。行動基準
はユーザ端末装置でユーザが手動で入力するか、ユーザ端末装置で自動で生成することが
できる。又は、外部装置から伝送してもらうことができる。行動基準の例及び行動基準の
生成方式については実施形態によって多様に実現されてもよく、それぞれについては上述
した部分で具体的に説明したため、重複説明は省略する。
【０２２６】
ユーザ端末装置は行動基準及び行動情報間の比較結果に従って健康管理情報を生成して保
存するＳ３０４０。行動基準及び健康管理情報は、図１８乃至図２９で説明したように多
様な方式に活用されてもよい。なお、実施形態によっては行動基準及び健康管理情報は外
部装置に伝送されてもよい。
【０２２７】
特に、承認を要する行動基準の場合、外部装置に承認要請を伝送して、承認が行われた場
合にのみ保存して使用することができる。
【０２２８】
図３１は、ユーザ端末装置で行動基準を生成して保存する方法の一例を説明するためのフ
ローチャートである。
同図によると、ユーザ基本情報が入力されＳ３１１０、その基本情報に基づいて行動基準
が生成されるとＳ３１２０、その行動基準が承認が必要な基準であるか否かを判断するＳ
３１３０。
【０２２９】
判断結果、承認が不必要であれば行動基準をすぐ保存するＳ３１７０。
【０２３０】
または、判断結果、承認が必要であれば、外部装置に伝送するＳ３１４０。ここで外部装
置とは、システムサーバ１０００や第２装置２００などであってもよい。第２装置２００
に対する情報が保存されていない場合、システムサーバ１０００を通して第２装置２００
の承認を受けてもよい。
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【０２３１】
これにより、外部装置の承認が行われるとＳ３１５０、承認された行動基準を保存するＳ
３１７０。または、外部装置の承認が予め設定された時間内に行われないと、生成した行
動基準を破棄しＳ３１６０、行動基準を再生成するＳ３１２０。
【０２３２】
このように、ユーザ端末装置では外部承認が必要な行動基準及び外部承認が不必要な行動
基準まで生成して、ユーザの健康を管理することができるようになる。
【０２３３】
図３２は、本発明のまた別の実施形態にかかるユーザ端末装置のカスタマイズ型健康管理
方法を説明するためのフローチャートである。
【０２３４】
同図によると、ユーザ端末装置が外部装置で生成した行動基準を受信するＳ３２１０。ユ
ーザ端末装置が図１のシステムに含まれた第１機器１００に実現された場合なら、外部装
置は第２機器２００になることができ、ユーザ端末装置は第２機器２００で生成した行動
基準をシステムサーバ１０００を通して受信することができる。
【０２３５】
このような状態で周辺客体に対するユーザによるアクセスが行われるとＳ３２２０、ユー
ザ端末装置は周辺客体からデータを受信してＳ３２３０、行動情報を生成するＳ３２４０
。
【０２３６】
そして、行動基準及び行動情報を比較してＳ３２５０、比較結果に従って健康管理情報を
生成するＳ３２６０。ユーザ端末措置は生成された健康管理情報を外部装置に伝送するＳ
３２７０。ここで、健康管理情報は、行動基準及び行動情報間の比較結果に基づいて生成
される評価点数に従って生成されるフィードバック情報であってもよく、その他に行動基
準及び行動情報間の符合比率や符合程度を表すテキストやグラフなどを含むこともできる
。又は、健康管理情報は、行動基準及び行動情報間の比較結果によって抽出される臨時行
動基準になってもよい。ここで、臨時行動基準とは、行動基準と行動情報間の符合程度に
よって行動基準を臨時で修正した基準であってもよい。ユーザ端末装置は臨時行動基準を
外部装置に伝送し、外部装置から承認を受けた後に以前行動基準を臨時行動基準に代替す
ることができる。
【０２３７】
このような状態で外部装置から新規行動基準が受信されるとＳ３２８０、ユーザ端末装置
は新規行動基準を用いて行動基準を更新するＳ３２９０。
【０２３８】
その後からは、ユーザ端末装置は更新された行動基準に従ってユーザの健康を管理する。
その他、実施形態によっては健康管理情報をシステムサーバで生成して保存することもで
きる。このような実施形態によると、図３０乃至図３３において健康管理情報を生成して
保存するステップなどは省略されてもよい。
【０２３９】
＜システムサーバにおける動作＞
図３３は、システムサーバで行われるカスタマイズ型健康管理方法を説明するためのフロ
ーチャートである。
【０２４０】
同図によると、システムサーバ１０００は第２機器２００から行動基準を受信するＳ３３
１０。行動基準はユーザの基本情報に基づいて生成されてもよい。基本情報は第１機器１
００又はシステムサーバ１０００で入力され第２機器２００に伝達されたり、第２機器２
００で直接入力されてもよい。
【０２４１】
システムサーバ１０００は行動基準を第１機器１００に伝達するＳ３３２０。なお、シス
テムサーバ１０００は第１機器１００のユーザに対して割り当てられた保存空間に行動基
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準を保存する。このような状態で第１機器１００で行動情報が受信されるとＳ３３３０、
システムサーバ１０００は行動基準及び行動情報を比較するＳ３３４０。
【０２４２】
システムサーバ１０００は比較結果に従って健康管理情報を生成するＳ３３５０。システ
ムサーバ１０００は予め設定されたイベントが発生すると健康管理情報を第２機器２００
に伝達するＳ３３６０。この場合、第２機器２００の他に第１機器１００や第３機器３０
０などのような多様な外部装置に伝達することもでき、イベントの種類もやはり多様に設
定されてもよい。これについては上述したため重複説明は省略する。
【０２４３】
このような状態でシステムサーバ１０００は第２機器２００から新規行動基準が受信され
るとＳ３３７０、受信された新規行動基準を第１機器１００に伝達するＳ３３８０。
【０２４４】
これにより、行動基準をユーザの行動に合わせて適応的に変更することができる。例えば
、ユーザが健康管理をよくしているときにはその効果を更に向上させることができるよう
に行動基準を更に強化し、健康管理がうまくできていないときにはもう少し容易に行動基
準に従って行動できるよう励ますために行動基準を緩和させることもできる。
【０２４５】
一方、ユーザの病が全部治療されたと判断されたり、治療に十分な薬品服用が行われたと
判断された場合、新規行動基準は以前に決めた行動基準の全部又は一部を削除する内容に
生成されてもよい。行動基準の一部が削除された場合には第１機器１００は削除された行
動基準を除いてその他の行動基準のみで健康を管理する。一方、行動基準の全部が削除さ
れた場合には第１機器１００は一般的な健康生活習慣情報に従って健康を管理することが
できる。例えば、決められた時間に食事をしてある程度の運動をするように促すメッセー
ジを周期的に出力してユーザの健康管理を誘導することができる。このような健康生活習
慣情報は行動基準の伝送時に付加情報として共に伝送されてもよい。
【０２４６】
その他、システムサーバ１０００の動作もやはり実施形態に応じて一部相違することがあ
るが、これに対する具体的な内容は上述した部分で説明したため、重複説明は省略する。
【０２４７】
図３４は、Ｂ２Ｂモデルに実現された健康管理システムの構成の一例を示す図である。同
図によると、健康管理システムは第１機器１００、システムサーバ１０００、病院サーバ
２００－１、第２機器２００、保険会社サーバ３００－１、第３機器３００、保護者端末
装置４００を含む。
【０２４８】
ユーザはシステムサーバ１０００の運営者に対してカスタマイズ型健康管理サービスを申
請する。このような申請は第１機器１００又はその他のユーザ端末装置を通してオンライ
ンで行われてもよく、オフライン上で行われてもよい。ユーザは自分の名前、年齢、住民
登録番号、性別、体重、身長などのような基本身分情報をサービス加入時にシステムサー
バ１０００の運営者に提供する。システムサーバ１０００の運営者は基本身分情報を用い
て他サーバと連係し、ユーザに対する各種情報を自動で収集する。一例として、治療記録
、病歴、家族病歴、体質情報などが収集される。
【０２４９】
システムサーバ１０００の運営者はユーザとの契約内容に従って、ユーザに対するアカウ
ントを生成し、そのアカウントに対する保存空間を割り当てる。そして、ユーザの基本情
報を関連する病院サーバ２００－１及び保険会社サーバ３００－１などに伝達する。
【０２５０】
病院サーバ２００－１では所属された医者や看護婦などのような管理者の中でユーザの状
態に関連した管理者を選択し、その管理者の端末装置である第２機器２００に対する情報
をユーザにマッチングさせる。これにより、第２機器２００においてユーザに対する行動
基準が入力されると、病院サーバ２００－１は行動基準をシステムサーバ１０００に伝達
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し、システムサーバ１０００はこれを第１機器１００及び保護者端末装置である第４機器
４００に伝達する。
【０２５１】
第１機器１００は伝達された行動基準に従ってユーザの行動を誘導するメッセージや、行
動基準に従う行動を行うべき時間を知らせるメッセージなどを出力して、ユーザの健康を
管理する。
【０２５２】
なお、第１機器１００はユーザの行動に関連したデータを収集して、行動情報を生成し、
生成された行動情報をシステムサーバ１０００に伝達する。システムサーバ１０００は伝
達された行動情報をユーザのアカウントに割り当てられた保存空間に保存し、予め保存さ
れた行動基準及び行動情報を比較して健康管理情報を生成して共に保存する。システムサ
ーバ１０００は健康管理情報を病院サーバ２００－１を通して間接的に又は第２機器２０
０に直接伝達する。これにより、第２機器２００ではユーザがきちんと健康管理している
かをモニタリングして行動基準を再設定するか行動基準を削除してユーザの健康を体系的
に管理する。
【０２５３】
一方、保険会社サーバ３００－１では所属された保険設計士の中で一つを選択して、選択
された保険設計士の端末装置である第３機器３００の情報をユーザにマッチングさせる。
第３機器３００では保険料算定アルゴリズムなどを用いてユーザに対する保険資料を生成
し、生成された保険資料をシステムサーバ１０００に伝達する。場合によっては、第１機
器１００や第４機器４００に保険資料を伝達することもできる。
【０２５４】
ユーザの健康管理状態に応じて行動基準が変更される場合、システムサーバ１０００は変
更された行動基準及び健康管理情報などを保険会社サーバ３００－１にまた伝達する。こ
れにより、第３機器３００では受信された情報に基づいて保険資料を更新して保存する。
第１機器１００及び第４機器４００のユーザは電子決済方式でカスタマイズ型健康管理サ
ービスに対する費用を支払うこともできる。
【０２５５】
図３４のシステムにおいて、第１機器１００、第２機器２００、第３機器３００、第４機
器４００などの動作は健康管理サービスを提供するために生成されたアプリケーションの
駆動によって行われる。カスタマイズ型健康管理サービスを提供しようとする運営者は機
器別の動作を行うためのアプリケーションを生成してシステムサーバ１０００や別途のウ
ェブサーバ（不図示）、アプリケーションストア（不図示）などを通して配布することが
できる。
【０２５６】
ユーザは第１機器１００にアプリケーションを設置して、上述した多様な実施形態にかか
る健康管理サービスを利用することができる。
【０２５７】
図３４のシステムにおいて第１機器１００の構成は、図２、図１３において示された構想
要素を含む形態に実現されてもよく、システムサーバ１０００も図５の構成に実現されて
もよいが、必ずこれに限定されるものではなく、これと相違した構成要素を含む形態に実
現されてもよい。
【０２５８】
図３４においては、病院サーバ２００－１、保険会社サーバ３００－１を示したが、その
他にもヘルスクラブサーバ（不図示）、リハビリクリニックサーバ（不図示）、健康保険
公団サーバ（不図示）、栄養士端末装置などもシステムに含まれてもよい。この場合、運
動に関連した行動基準や、リハビリプログラム、献立などに対する行動基準も各サーバに
よってユーザに提供され、ユーザの健康を総合的に管理することができるようになる。
【０２５９】
その他にも、図３４のシステムでは応急救助センターサーバ（不図示）も含まれてもよい
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。即ち、第１機器１００がユーザの心臓拍動数、温度、血糖、呼吸、血圧、動き、体重な
どのような多様な生体信号を検知するセンサを内蔵していたり、このようなセンサと連結
されて生体信号を受信することができるのであれば、その生体信号を用いてユーザの状態
を持続してモニタリングすることができる。第１機器１００はユーザの状態が応急状態で
あると判断されるとシステムサーバ１０００を通して間接的に又は直接的に応急救助セン
ターサーバや病院サーバ２００－１、第４機器４００などに応急状況であることを知らせ
ることができる。その他、ソーシャルネットワークサービス（Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）サーバのような類型のネットワークサーバに応急状況であること
を知らせる実施形態も可能である。
【０２６０】
図３５は、第１機器１００が多様な外部客体１０、２０、３０、４０だけでなく各種セン
サ５０、６０からもデータを収集してユーザの状態を把握する実施形態について示した。
同図によると、近距離無線通信タグ５１の付着された体温計５０が第１機器１００にアク
セスされると、ユーザの体温情報を収集することができる。なお、第１機器１００はユー
ザの体に付着された血糖検知センサ６０と通信を連結して、血糖情報を収集することもで
きる。その他にも多様な類型の生体信号からもデータを収集することができる。
【０２６１】
図３６は、生体信号を用いて非常状況を知らせる実施形態におけるユーザ端末装置のカス
タマイズ型健康管理方法を説明するためのフローチャートである。同図によると、ユーザ
端末装置は多様な周辺客体からデータを収集して行動情報を生成するＳ３６１０。
【０２６２】
ユーザ端末装置は行動情報収集とは別個に生体信号を受信してＳ３６２０、生体信号及び
行動情報を総合的に考慮して健康管理情報を生成することができるＳ３６３０。
【０２６３】
これにより、ユーザ端末装置は単純に行動基準と行動情報とが符合するか否かに応じて評
価点数を算出して健康管理情報を生成することより更に正確に健康を管理することができ
る。即ち、ユーザ端末装置は、行動情報が行動基準に一定水準以上に符合し、生体信号が
基準値に近いように変更されるとユーザの健康が改善されていると判断する。一例として
、行動基準がダイエットに重点をおいて決められた場合、ユーザが行動基準で決めたダイ
エット献立及び運動を一生懸命に行っており、ユーザの体重が目標体重に近接して変更さ
れていると、ユーザのダイエットが成功的であると判断することができる。一方、ユーザ
が行動基準に十分符合するように行動しているにも関わらずユーザの体重が目標体重に近
接して減少されなかったり、あまり変化がなければ、行動基準を更に強化する方向に変更
することができる。
【０２６４】
一方、ユーザの体温、血糖、血圧、心臓拍動数、体温などのような生体信号が予め設定さ
れた理想条件を充足するようになるとＳ３６４０、ユーザ端末装置はアラム信号を出力す
るＳ３６５０。アラム信号は視覚的メッセージ、音響メッセージ、振動などの形態に出力
されてもよい。なお、ユーザ端末装置はアラム信号を自体的に出力すること以外にも外部
装置に伝送してあげることもできる。外部装置としては、システムサーバ１０００、第２
乃至ｎ機器２００～ｎなどのように多様な装置であってもよい。
【０２６５】
図３及び図３５では第１機器１００がユーザの手首に着用できるユーザ端末装置を示した
が、第１機器１００は携帯のようなユーザ端末装置に実現されてもよい。
【０２６６】
図３７は、第１機器１００が携帯に実現された状態を示す。
【０２６７】
同図によると、第１機器１００は別途設けられた情報収集装置３０００で生成したデータ
を受信して使用することができる。第１機器１００は近距離無線通信方式に従ってデータ
を受信することができる。近距離無線通信方式には、ＮＦＣ方式、ブルートゥース、Ｗｉ
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－Ｆｉ、ジグビー、バーコード認識方式、ＱＲコード認識方式などのような多様な方式が
ある。
【０２６８】
情報収集装置３０００は図３８に示されるような構成を有することができる。
【０２６９】
同図によると、情報収集装置３０００は、センサ部３０１０、運動量算出部３０２０、制
御部３０３０、近距離無線通信モジュール３０４０、通信部３０５０を含む。
【０２７０】
センサ部３０１０はユーザの動きをセンシングする。具体的には、センサ部３０１０は加
速度センサを含むことができる。加速度センサは２軸又は３軸に構成することができる。
加速度センサはピッチ角及びロール角を算出する。
【０２７１】
運動量算出部３０２０は、センサ部３０１０でセンシングされた値を用いて、ユーザの運
動量を分析する。一例として、運動量算出部３０２０は、運動時間、徒歩数、移動距離、
カロリー消費量、全体カロリー消費量、運動強度、基礎代謝量などを算出する。そのうち
、カロリー消費量、マイル当たりカロリー消費量、移動距離、ジョギング中のカロリー消
費量などのような情報は次のような数式を用いて算出することができる。
【０２７２】
【数１】

【０２７３】
ここで、Ｍは移動距離、ＭＣはマイル当たりカロリー、ＣＣはカロリー消費量、Ｗは体重
、Ｐは徒歩数、Ｈは身長、ＪＣはジョギング中のカロリー消費量、ＪＰはジョギング徒歩
数を意味する。
【０２７４】
数式１に記載されたように、運動量を多様な項目で算出する場合、行動基準も移動距離、
カロリー消費量、マイル当たりカロリー、ジョギング徒歩数などのような多様な項目を基
準に設定することができる。
【０２７５】
例えば、ユーザ端末装置で自体的に行動基準を生成する場合なら、ユーザが基本情報内に
現在体重、目標体重、運動期間などを入力したら、運動期間内に減量すべき体重を計算す
る。これにより、毎日摂取可能な最大カロリー量、毎日運動で消費すべきカロリー量など
を計算し、上述の数式１に基づいて計算された消費カロリー量に対応するジョギング徒歩
数及び移動距離を算出することができる。これにより、ユーザに対する適切な行動基準を
生成することができる。
【０２７６】
通信部３０５０は周辺の他のセンサと通信を行って生体信号を受信する。例えば、体重計
、血糖計、心臓拍動測定機器、血圧測定計などから生体信号を受信することができる。通
信部３０５０はＷｉ-Ｆｉ、ブルートゥース、ジグビーのような各種の無線通信方式の以
外に有線通信方式を通しても周辺センサと通信を行うことができる。図３８では、ＮＦＣ
モジュール３０４０以外に通信部３０５０が別途で備えられた場合を示したが、周辺セン
サもＮＦＣタグを備えた場合ならＮＦＣモジュール３０４０を用いて周辺センサの情報を
受信することができる。この場合には通信部３０５０は省略されてもよい。
【０２７７】
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制御部３０３０は運動量算出部３０２０で算出された運動量及び通信部３０５０で受信さ
れた生体信号などをＮＦＣモジュール３０４０に保存する。ＮＦＣモジュール３０４０は
ＮＦＣタグを含み、場合によってはＮＦＣタグと共にＮＦＣリーダも含むことができる。
【０２７８】
ＮＦＣタグは集積回路（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ：ＩＣ）及びアンテナコ
イルで構成することができる。ＮＦＣモジュール３０４０はＮＦＣリーダの備えられた第
１機器１００がタギングされると、ＮＦＣリーダから発散される電磁波によって駆動され
、ＮＦＣタグ内に保存された情報の載せられたＲＦ信号を伝送する。ＮＦＣタグ内のアン
テナコイルではＮＦＣリーダで発散される電磁波によって電流が誘導される。誘導された
電流はＮＦＣタグ内に備えられたキャパシタに充電される。集積回路はキャパシタに充電
された電流によって駆動され、予め保存された情報を変調及びコーディングしてＲＦ信号
を生成する。
【０２７９】
ＮＦＣモジュール３０４０は様々な種類の変調技術及びコーディング方式の中で予め設定
された変調技術及びコーディング方式に従ってＲＦ信号を生成することができる。即ち、
変調とは、ＮＦＣタグ及びリーダの間で交換されるＲＦキャリア信号の振幅、周波数、位
相などを変化させてデータを載せる技術を意味する。変調には、振幅偏移変調（Ａｍｐｌ
ｉｔｕｄｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ：ＡＳＫ）、周波数偏移変調（Ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ：ＦＳＫ）、位相偏移変調（Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋ
ｅｙｉｎｇ：ＰＳＫ）技術などを使用することができる。ＡＳＫ方式はデジタル形態の情
報信号（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｓｉｇｎａｌ）が０であるか１であるかに応じてキャ
リア信号（ｃａｒｒｉｅｒ　ｓｉｇｎａｌ）の振幅を変化（ｓｈｉｆｔ）させる方式であ
る。例えば、情報信号が０である場合に搬送信号の振幅を小さくし、１である場合には振
幅を大きくして伝送する。２段階の振幅を使用すると１ビットを伝送することができるが
、４段階の互いに異なる振幅を使用すると２ビットを同時に伝送することができる。ＦＳ
Ｋ方式はデジタル信号である０と１ビットを２種類（低周波、高周波）の周波数にそれぞ
れ割り当てて伝送する方式である。例えば、情報信号が０である場合には搬送周波数より
低い周波数で、１である場合には搬送周波数より高い周波数を発生させて伝送する方式で
ある。ＰＳＫ方式は伝送されるデータに応じて搬送波の位相を変更する方式である。位相
の変化量はデータによって決定される。伝送するデータが０である場合には搬送波の位相
を１８０度変化させて、１である場合には９０度変化させて情報をビット単位で一つずつ
伝送する。その他にコーディング方式としてはＭｏｄｉｆｉｅｄ　Ｍｉｌｌｅｒコーディ
ング方式とマンチェスタ（Ｍａｎｃｈｅｓｔｅｒ）コーディング方式を利用することがで
きる。
【０２８０】
変調方式及びコーディング方式は機器の種類及び環境に応じて適切に選択することができ
る。例えば、ＮＦＣタグが電池を備えずにＮＦＣリーダで発散される電磁波によって誘導
される電流によって駆動される手動型である場合、ＡＳＫ技術及びマンチェスタコーディ
ング方式を適用することができる。一方、ＮＦＣタグが自家電力を保有した状態で外部の
ＮＦＣリーダと通信する能動型である場合、１０６ｋｂｐｓ速度ではＡＳＫ及びＭｏｄｉ
ｆｉｅｄ　Ｍｉｌｌｅｒコーディング方式を適用し、２１２ｋｂｐｓ、４２４ｋｂｐｓ速
度ではＡＳＫ及びマンチェスタコーディング方式を適用することができる。
【０２８１】
以上のように、ユーザの行動情報を生成するのに必要な各種データは、健康管理装置３０
００で収集して保存しておき、第１機器１００とのアクセス時に第１機器１００に伝送す
ることができる。
【０２８２】
第１機器１００は情報収集装置３０００から受信されたデータを用いて行動情報を生成し
、その行動情報及び行動基準を用いて健康管理サービスを提供することができる。
【０２８３】
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一方、第１機器１００が各種センサを内蔵して、直接データをセンシングすることもでき
る。なお、上述したシステムサーバ１０００がマイクロサーバに実現され第１機器１００
内に搭載されてもよい。
【０２８４】
図３９は、第１機器１００が各種センサ及びシステムサーバ１０００を含む場合の第１機
器１００の構成を示すブロック図である。
【０２８５】
同図によると、第１機器１００は近距離無線通信リーダ３９１０、制御部３９２０、運動
量算出部３９３０、第１センサ部３９４０、保存部３９５０、第２センサ部３９６０、サ
ーバ１０００を含む。
【０２８６】
第１センサ部３９４０はユーザの動きをセンシングするセンサを含む。運動量算出部３９
３０は第１センサ部３９４０でセンシングされた動きを分析してユーザの運動量を算出す
る。制御部３９２０は検出された運動量を保存部３９５０に保存する。
【０２８７】
その他、第２センサ部３９６０はユーザの体温や血糖、血圧のような生体情報をセンシン
グする。第２センサ部３９６０でセンシングする生体情報は第２センサ部３９６０又は第
１機器１００の携帯位置によって異なる。例えば、血圧を測定できる位置及び形態（例え
ば、手首バンド型）に実現された場合、第２センサ部３９６０は血圧をセンシングするこ
とができ、皮膚に付着される位置及び形態（例えば、ヘアバンド型）に実現された場合、
第２センサ部３９６０は体温をセンシングすることもできる。
【０２８８】
制御部３９２０は近距離無線通信リーダ３９１０でリーディングされたデータ、運動量算
出部３９３０で算出された運動量、第２センサ部３９６０でセンシングされた生体情報な
どを保存部３９５０に保存する。制御部３９２０は保存された情報を用いて行動情報及び
健康管理情報を生成することができる。生成された情報はサーバ１０００に伝達すること
ができる。サーバ１０００は上述した多様な実施形態で記載したシステムサーバの動作を
行うことができる。
【０２８９】
図３９では、システムサーバ１０００がマイクロサーバに実現され第１機器１００に含ま
れた状態を示したが、システムサーバ１０００は第２機器、第３機器３００、第４機器４
００などの装置に内蔵されるマイクロサーバに実現されてもよい。
【０２９０】
図４０は、図１のシステムがクラウドネットワークシステム３３００に実現された状況を
示す。即ち、システムサーバはクラウドサーバ１０００に実現することができる。クラウ
ドネットワークシステム３０００内にはクラウドサーバ１０００及び各種プラットフォー
ム３４００を含むことができる。
【０２９１】
第１機器１００、第２機器２００、第３機器３００及びその他の機器３３５０、３３６０
はルータ３３１０、３３２０、３３３０、スイッチ３３４０などのようなネットワーク中
継装置を通してクラウドネットワークシステム３０００に接続することができる。これに
より、上述した多様な実施形態にかかるカスタマイズ型健康管理サービスを提供すること
ができる。
【０２９２】
一方、上述したように第１機器１００は携帯やＰＤＡタブレットＰＣ、ＭＰ３プレイヤー
、ラップトップコンピュータ、電子手帳などのような様々な装置に実現することができる
。実現される装置の特性に応じて第１機器１００には様々な構成要素が追加されてもよい
。
【０２９３】
図４１は、第１機器に追加できる様々な構成要素について説明するためのブロック図であ
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る。
【０２９４】
同図によると、第１機器１００は近距離無線通信部１１０、制御部１２０、保存部１３０
、入力部１４０、ディスプレイ部１５１、スピーカ１５２、通信部１６０、音声認識部１
７０、モーション認識部１８０、センサ部４１００、外部入力ポート４２００－１～４２
００～ｎ、電源部５００を含む。
【０２９５】
ディスプレイ部１１０は、ディスプレイパネル、バックライトユニットなどを含む。ディ
スプレイ部１１０は各種の情報入力画面や情報表示画面などをディスプレイする。
【０２９６】
保存部１３０には、第１機器１００の動作に関連した各種プログラムやデータ、ユーザが
設定した設定情報、システム駆動ソフトウェア（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｏｆｔｗａｒｅ
）、各種アプリケーションプログラム、ユーザ操作内容に対応する動作に対する情報など
が保存される。
【０２９７】
センサ部４１００は、第１機器１００を着用したユーザの動きや状態などを検知する。図
４１によると、センサ部４１００はタッチセンサ４１１０、地磁気センサ４１２０、加速
度センサ４１３０のような多様な類型のセンサを含むことができる。その他、温度検知セ
ンサ、心拍センサ、血糖測定センサなどのような多様なセンサを更に含むこともできる。
【０２９８】
タッチセンサ４１１０は静電式又は減圧式タッチセンサに実現することができる。タッチ
センサ４１１０はディスプレイ部１１０に内蔵され、ユーザがディスプレイ部１１０の表
面をタッチすると、タッチを検知して制御部１２０に通知する。制御部１２０はタッチさ
れた地点の座標を算出して、ユーザが画面上でどのメニューを選択したかを判断すること
ができる。
【０２９９】
地磁気センサ４１２０は第１機器１００の回転状態及び移動方向などを検知するためのセ
ンサであり、加速度センサ４１３０は第１機器１００の傾いた程度を検知するためのセン
サである。制御部１２０は地磁気センサ４１２０及び加速度センサ４１３０でセンシング
される出力値を用いてユーザの動きを把握することができる。これにより、ユーザの運動
量や運動強度、運動時間などを判断することができる。判断された情報は行動情報に反映
することができる。
【０３００】
通信部１６０は多様な類型の通信方式に従って多様な類型の外部機器と通信を行う構成で
ある。制御部１２０は上述した行動情報や行動基準、健康管理情報及びその他のメッセー
ジを通信部１６０を通して外部に伝送したり、外部から受信することができる。
【０３０１】
通信部１６０は放送受信モジュール１６１、移動通信モジュール１６２、ＧＰＳモジュー
ル１６３、無線通信モジュール１６４などのような多様な通信モジュールを含むことがで
きる。
【０３０２】
ここで、放送受信モジュール１６１とは、地上波放送信号を受信するためのアンテナ、復
調器、等化機などを含む地上波放送受信モジュール（不図示）、ＤＭＢ放送信号を受信し
て処理するためのＤＭＢモジュールなどを含むことができる。第１機器１００が放送受信
機能を備えた携帯のようなモバイル装置に実現される場合、放送受信モジュール１６１が
必要である。
【０３０３】
移動通信モジュール１６２は、３Ｇ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ）、３ＧＰＰ（３ｒ
ｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）、ＬＴＥ（Ｌｏ
ｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）などのような多様な移動通信規格に従って移動通
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信網に接続して通信を行う構成要素である。
【０３０４】
ＧＰＳモジュール１６３とは、ＧＰＳ衛星からＧＰＳ信号を受信して、第１機器１００の
現在位置を検出するためのモジュールである。制御部１２０はＧＰＳモジュール１６３を
用いて互いに異なる地点でユーザの位置を把握してユーザの移動距離及び移動速度などを
算出することができる。これにより、制御部１２０はユーザの運動量を算出することがで
きる。
【０３０５】
無線通信モジュール１６４とは、Ｗｉ-Ｆｉ、ＩＥＥＥなどのような無線通信プロトコル
に従って外部ネットワークに連結されて通信を行うモジュールである。
【０３０６】
制御部１２０は移動通信モジュール１６２や無線通信モジュール１６４を用いてシステム
サーバ１０００及びその他の装置と通信を行うことができる。
【０３０７】
近距離無線通信部１１０は上述したような近距離無線通信リーダや近距離無線通信タグな
どを含み、近距離無線通信方式で外部機器と通信を行うモジュールである。制御部１２０
は近距離無線通信部１１０を通して外部機器からユーザの行動に関連した各種データを収
集することができる。上述したように近距離無線通信部１１０はＮＦＣ以外にＷｉ-Ｆｉ
、ジグビー、ブルートゥースなどのような通信プロトコルに従って近距離無線通信を行う
ことができる。
【０３０８】
制御部１２０は入力部１４０及びタッチセンサ４１１０などを通して入力される各種のユ
ーザ選択信号に従って各構成要素を選択的に活性化させ、多様な動作を行うことができる
。具体的には、上述した多様な実施形態にかかる健康管理サービスを提供することができ
る。その他、制御部１２０はタッチ操作以外に音声入力やモージョン入力を認識して、そ
の入力に対応する動作を行うこともできる。この場合、音声認識部１７０又はモーション
認識部１８０を活性化させることができる。
【０３０９】
音声認識部１７０はマイク（不図示）のような音声取得手段を用いてユーザの音声や外部
音響を収集した後、制御部１２０に伝達する。制御部１２０は音声制御モードで動作する
場合、ユーザの音声が予め設定された音声コマンドと一致すると、ユーザの音声に対応す
るタスク（ｔａｓｋ）を行うことができる。
【０３１０】
モーション認識無１８０はカメラのようなイメージ撮像手段（不図示）を用いてユーザの
イメージを獲得した後、制御部１２０に提供する。モーション制御モードで動作する場合
、制御部１２０はユーザのイメージを分析してユーザが予め設定されたモーションコマン
ドに対応するモーションジェスチャーを取っていると判断されると、そのモーションジェ
スチャーに対応する動作を行う。
【０３１１】
制御部１２０は音声認識部１７０及びモーション認識部１８０を通して入力されるユーザ
の音声命令及びモーション命令に従って上述した健康管理サービスを提供する。具体的に
は、外部客体との近距離無線通信を行ったり、外部機器との通信を行うことができる。上
述した健康管理サービスの他に放送受信サービス、コンテンツ再生サービスなどのような
多様なサービスを提供することもできる。このようなサービスは保存部１３０に保存され
たアプリケーションの実行によって提供することができる。
【０３１２】
その他、外部入力ポート１、２～ｎ（４２００－１～４２００～ｎ）はそれぞれ多様な類
型の外部機器と連結され各種のデータやプログラム、制御命令などを受信することができ
る。具体的にはＵＳＢポート、ヘッドセットポートなどを含むことができる。本発明の他
の実施形態によると、制御部１２０は近距離無線通信方式の以外に、外部入力ポートのう
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ち少なくとも一つを通して外部客体からデータを伝送してもらうこともできる。
【０３１３】
電源部５００は、第１機器１００の各構成要素に電源を供給する構成要素である。電源部
５００は陽極集電体、陽極電極、電解質部、陰極電極、陰極集電体及びこれを囲む被服部
を含む形態に実現することができる。電源部５００は充放電が可能な２次電池で実現され
る。電源部５００はリチウムイオン電池などのように充放電が可能な２次電池で実現され
てもよい。
【０３１４】
図４１においては、第１機器１００に含むことができる多様な構成要素について示したが
、第１機器１００が必ず全体構成要素を含まなければならないものではなく、これらの構
成要素のみを有するものに限定されるものでもない。即ち、第１機器１００の製品種類に
応じて構成要素の一部が省略又は追加されてもよく、或いは、他の構成要素に代替されて
もよいことは言うまでもない。
【０３１５】
図４２は、制御部１２０の細部構成を説明するための図である。
【０３１６】
同図によると、制御部１２０はシステムメモリ１２１、メインＣＰＵ１２２、イメージ処
理部１２３、ネットワークインターフェース１２４、保存部インターフェース１２５、第
１乃至ｎインターフェース１２６－１～１２６－ｎ、オーディオ処理部１２７、システム
バス１２８を含む。
【０３１７】
システムメモリ１２１、メインＣＰＵ１２２、イメージ処理部１２３、ネットワークイン
ターフェース１２４、保存部インターフェース１２５、第１乃至ｎインターフェース１２
６－１～１２６－ｎ、オーディオ処理部１２７はシステムバス１２８を通して互いに接続
され、各種データや信号などを送受信することができる。
【０３１８】
第１乃至ｎインターフェース１２６－１～１２６－ｎはセンサ部４１００を始めた多様な
構成要素と制御部１２０内の各構成要素間のインターフェイシングをサポートする。
【０３１９】
図４２では、センサ部４１００が第１インターフェース１２６－１にのみ連結されている
ものと示したが、図４１に示されたようにセンサ部４１００が多様な類型の複数のセンサ
を含む場合には各センサ毎にインターフェースを通して連結されることができる。なお、
第１乃至ｎインターフェース１２６－１～１２６－ｎのうち少なくとも一つは第１機器１
００のボディ部分に設けられたボタンや、外部入力ポート１乃至ｎを通して連結された外
部装置から各種信号を受信する入力インターフェースに実現されてもよい。
【０３２０】
システムメモリ１２１はＲＯＭ１２１－１及びＲＡＭ１２１－２を含む。ＲＯＭ１２１－
１にはシステムボーディングのための命令語セットなどが保存される。タンーオン命令が
入力され電源が供給されると、メインＣＰＵ１２２はＲＯＭ１２１－１に保存された命令
語に従って保存部１３０に保存されたＯ/ＳをＲＡＭ１２１－２にコピーし、Ｏ/Ｓを実行
させてシステムをボーディングさせる。ボーディングが完了すると、メインＣＰＵ１２２
は保存部１３０に保存された各種アプリケーションプログラムをＲＡＭ１２１－２にコピ
ーし、ＲＡＭ１２１－２にコピーされたアプリケーションプラグラムを実行させて各種動
作を行う。
【０３２１】
メインＣＰＵ１２２は保存部１３０に保存されたアプリケーションプログラムを実行させ
、外部客体からデータを受信し、そのデータを加工して行動情報を生成することができる
。そして、アプリケーションプログラムの動作に従って行動基準及び行動情報を比較して
健康管理情報を生成することができる。又は、ユーザの基本情報や、行動情報、健康管理
情報などのような多様な情報をシステムサーバ１０００に提供し、システムサーバ１００



(43) JP 6671679 B2 2020.3.25

10

20

30

40

50

０と共に健康管理サービスを提供することもできる。
【０３２２】
保存部インターフェース１２５は、保存部１３０と連結され各種プログラム、コンテンツ
、データなどを送受信する。
【０３２３】
イメージ処理部１２３は、デコーダ、レンダラー、スケーラーなどを含むことができる。
これにより、システムサーバ１０００やその他の外部装置から受信されるデータをデコー
ディングし、デコーディングされたデータをレンダリングしてフレームを構成し、構成さ
れたフレームのサイズをディスプレイ部１５１の画面サイズに合わせてスケーリングする
。イメージ処理部１２３は処理されたフレームをディスプレイ部１５１に提供し、ディス
プレイする。生成されるフレームは上述した図１４乃至図２９などのような多様な画面フ
レームであってもよい。
【０３２４】
その他、オーディオ処理部１２７は、オーディオデータを処理してスピーカ１５２のよう
な音響出力手段に提供する構成要素を意味する。オーディオ処理部１２７は、各種アラム
音のデータを保存部１３０から読み出し、読み出されたデータを用いてアラム音信号を生
成する。生成されたアラム音信号はスピーカ１５２に提供されて出力される。その他、基
本情報、行動情報、健康管理情報などのような多様な情報も音声信号に生成されスピーカ
１５２を通して出力されてもよい。
【０３２５】
ネットワークインターフェース１２４は、ネットワークを通して外部装置と連結される部
分である。例えば、メインＣＰＵ１２２は、ウェブブラウザプログラムが実行されると、
ネットワークインターフェース１２４を通してウェブサーバにアクセスする。ウェブサー
バからウェブページデータが受信されると、メインＣＰＵ１２２はイメージ処理部１２３
を制御してウェブページ画面を構成し、構成されたウェブページ画面をディスプレイ部１
５１にディスプレイする。上述したシステムサーバ１０００がウェブサーバである場合、
制御部１２０はネットワークインターフェース１２４を通してシステムサーバ１０００に
アクセスすることができる。
【０３２６】
以上のような制御部１２０の多様な動作は保存部１３０に保存された各種のプログラムの
実行によって実現されてもよい。
【０３２７】
図４２に示された制御部１２０の構成は多様な実施形態にかかる動作を行うことができる
構成を全部示したものであるため、実施形態によって一部の構成要素が省略又は変更され
ることができ、追加できることは言うまでもない。
【０３２８】
図４３は上述した多様な実施形態にかかる制御部１２０の動作をサポートするための保存
部１３０のソフトウェア構造を示す図である。同図によると、保存部１３０には、ベース
モジュール４３１０、デバイス管理モジュール４３２０、通信モジュール４３３０、プレ
ゼンテーションモジュール４３４０、ウェブブラウザモジュール４３５０、サービスモジ
ュール４３６０を含む。
【０３２９】
ベースモジュール４３１０とは、第１機器１００に含まれた各ハードウェアから伝達され
る信号を処理して上位レイアモジュールに伝達する基礎モジュールを意味する。
【０３３０】
ベースモジュール４３１０は、ストレージモジュール４３１１、位置基盤モジュール４３
１２、保安モジュール４３１３、ネットワークモジュール４３１４などを含む。
【０３３１】
ストレージモジュール４３１１とは、データベース（ＤＢ）やレジストリを管理するプロ
グラムモジュールである。位置基盤モジュール４３１２とは、ＧＰＳチップのようなハー
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ドウェアと連動して位置基盤サービスをサポートするプログラムモジュールである。保安
モジュール４３１３とは、ハードウェアに対する認証（Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）、
要請許容（Ｐｅｒｍｉｓｓｉｏｎ）、保安保存（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｓｔｏｒａｇｅ）などを
サポートするプログラムモジュールであり、ネットワークモジュール４３１４とは、ネッ
トワーク接続をサポートするためのモジュールでＤＮＥＴモジュール、ＵＰｎＰモジュー
ルなどを含む。
【０３３２】
デバイス管理モジュール４３２０は、外部入力及び外部デバイスに対する情報を管理し、
これを利用するためのモジュールである。デバイス管理モジュール４３２０は、センシン
グモジュール４３２１、デバイス情報管理モジュール４３２２、遠隔制御モジュール４３
２３などを含むことができる。
【０３３３】
センシングモジュール４３２１はセンサ部４１００内の各種センサから提供されるセンサ
データを分析するモジュールである。センシングモジュール４３２１は顔面認識モジュー
ル、音声認識モジュール、モーション認識モジュール、ＮＦＣ認識モジュールなどを含む
ことができる。デバイス情報管理モジュール４３２２は、各種デバイスに対する情報を提
供するモジュールであり、遠隔制御モジュール４３２３は、電話機やＴＶ、プリンタ、カ
メラ、エアコンなどのような周辺デバイスを遠隔的に制御する動作を行うプログラムモジ
ュールである。
【０３３４】
通信モジュール４３３０は外部と通信を行うためのモジュールである。通信モジュール４
３３０は、メッセンジャープログラム、ＳＭＳ（Ｓｈｏｒｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖ
ｉｃｅ）＆ＭＭＳ（Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）プログラ
ム、Ｅメールプログラムなどのようなメッセージモジュール４３３１、電話情報取集器（
Ｃａｌｌ　Ｉｎｆｏ　Ａｇｇｒｅｇａｔｏｒ）プログラムモジュール、ＶｏＩＰモジュー
ルなどを含む電話モジュール４３３２を含むことができる。
【０３３５】
プレゼンテーションモジュール４３４０は、ディスプレイ画面を構成するためのモジュー
ルである。プレゼンテーションモジュール４３４０はマルチメディアコンテンツを再生し
て出力するためのマルチメディアモジュール４３４１、ＵＩ及びグラフィック処理を行う
ＵＩ＆グラフィックモジュール４３４２を含む。マルチメディアモジュール４３４１はプ
レイヤーモジュール、ビデオカメラモジュール、サウンド処理モジュールなどを含むこと
ができる。これにより、各種のマルチメディアコンテンツを再生して画面及び音響を生成
して再生する動作を行う。ＵＩ＆グラフィックモジュール４３４２はイメージを組み合わ
せるイメージ合成器（Ｉｍａｇｅ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｏｒ　ｍｏｄｕｌｅ）４３４２－２
、ハードウェアから各種イベントを受信するＸ１１モジュール４３４２－３、２Ｄ又は３
Ｄ形態のＵＩを構成するためのツールを提供する２Ｄ/３ＤＵＩツールキット４３４２－
４などを含むことができる。
【０３３６】
ウェブブラウザモジュール４３５０はウェブブラウジングを行ってウェブサーバにアクセ
スするモジュールを意味する。ウェブブラウザモジュール４３５０は、ウェブページを構
成するウェブビュー（ｗｅｂ　ｖｉｅｗ）モジュール、ダウンロードを行うダウンロード
エージェントモジュール、ブックマークモジュール、ウェブキット（Ｗｅｂｋｉｔ）モジ
ュールなどのような多様なモジュールを含むことができる。
【０３３７】
その他、サービスモジュール４３６０は、多様なサービスを提供するためのアプリケーシ
ョンモジュールを意味する。例えば、サービスモジュール４３６０は、地図や現在位置、
ランドマーク、経路情報などを提供するナビゲーションサービスモジュール、ゲームモジ
ュール、広告アプリケーションモジュールなどのような多様なモジュールを含むことがで
きる。具体的には、サービスモジュール４３６０は上述した多様な実施形態にかかる健康
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管理サービスを実行するためのアプリケーションを含むことができる。
【０３３８】
制御部１２０内のメインＣＰＵ１２２は、保存部インターフェース１２５を通して保存部
１３０にアクセスして、保存部１３０に保存された各種モジュールをＲＡＭ１２１－２に
コピーし、コピーされたモジュールの動作に従って動作を行う。
【０３３９】
具体的には、メインＣＰＵ１２２はセンシングモジュール４３２１を用いてセンサ部４１
００内の各種センサの出力値を分析して、ユーザの状態を把握して行動情報を生成するこ
とができる。メインＣＰＵ１２２はストレージモジュール４３１１内のレジストリを確認
して該ユーザに対して予め保存された行動基準を検出した後、その行動基準と行動情報を
比較する。メインＣＰＵ１２２は比較結果に従って健康管理情報を生成して保存部１３０
に保存することができる。なお、メインＣＰＵ１２２は行動基準に従う動作をすべき時点
が到来したか否かを確認して、それに対応するお知らせメッセージやお知らせ音を出力す
るようにイメージ処理部１２３及びオーディオ処理部１２７を制御することができる。
【０３４０】
又は、メインＣＰＵ１２２は、ユーザの基本情報、行動情報、行動基準、健康管理情報な
どのような多様な情報を通信部１６０を通してシステムサーバ１０００などのような外部
装置に伝送することもできる。
【０３４１】
以上のように、保存部１３０には多様な構造のプログラムが保存されることができ、制御
部１２０は保存部１３０に保存された各種プログラムを用いて上述した多様な実施形態に
かかる健康管理サービスを提供することができる。
【０３４２】
図４３では、第１機器１００に提供可能なソフトウェア構造図を示したが、システムサー
バ１０００でもこのような類型のソフトウェアが設けられ健康管理サービスを提供するこ
とができることはいうまでもない。
【０３４３】
以上のような多様な実施形態にかかる健康管理システムでは、ユーザに関連した各種情報
を便利に収集して、ユーザに適合した行動基準を決定し、その行動基準に合うようにユー
ザの健康を管理することができるようになる。上述した部分では各実施形態について区分
して記述したが、これは説明の便宜のためのことであり、各実施形態は必要に応じて個別
的に実現されてもよく、他の実施形態と組み合わせられて実現できることは言うまでもな
い。
【０３４４】
一方、上述したように各機器で上述した多様な実施形態にかかるカスタマイズ型健康管理
サービスを利用するためにそのサービスを行うためのアプリケーションを設置することが
できる。
【０３４５】
具体的には、ユーザ端末装置にはユーザの行動に関連したデータを受信するステップ、受
信されたデータを用いてユーザの行動情報を生成するステップ、予め保存された行動基準
と行動情報を比較するステップ、比較結果に従ってユーザに対する健康管理情報を生成し
て保存するステップを順次に行うようにアプリケーションを設置することができる。
【０３４６】
なお、システムサーバには、第１機器のユーザに対する行動基準を第２機器から受信して
、第１機器に伝達するステップ、第１機器から行動情報を受信するステップ、行動情報及
び行動基準を比較して健康管理情報を生成するステップ、健康管理情報を第２機器に伝達
し、第２機器から新規行動基準を受信するステップ、新規行動基準を上記第１機器に伝達
するステップを順次に行うようにするアプリケーションを設置することができる。
【０３４７】
その他、第２機器ではユーザに対する基本情報に基づいて行動基準入力画面をディスプレ
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ステップ、ユーザの行動情報、健康管理情報などが伝送されると、これに基づいて新規行
動基準を生成してシステムサーバに伝送するステップなどを順次に行うアプリケーション
を設置することができる。
【０３４８】
なお、第３機器では、基本情報及び行動基準に基づいてユーザに対する保険資料を生成す
るステップ、ユーザの行動情報、新規行動基準、健康管理情報などが受信されると、これ
に基づいて保険資料を更新するステップを順次に行うアプリケーションを設置することが
できる。
【０３４９】
このような各種のアプリケーションは、ウェブサーバ、システムサーバ、その他の多様な
ソースからダウンロードしたり、非一時的な読み取り可能な媒体（Ｎｏｎ－ｔｒａｎｓｉ
ｔｏｒｙ　ｃｏｍｐｕｔｅｒ　ｒｅａｄａｂｌｅ　ｍｅｄｉｕｍ）に保存された状態で各
サーバ又は機器に提供することができる。
【０３５０】
非一時的な読み取り可能な媒体とは、レジスタ、キャッシュ、メモリなどのように短い瞬
間の間にデータを保存する媒体ではなく半永久的にデータを保存し、機器によって読み取
り可能な媒体を意味する。具体的には、上述した多様なアプリケーション又はプログラム
はＣＤ、ＤＶＤ，ハードディスク、ブルーレイディスク、ＵＳＢデバイス、メモリカード
、ＲＯＭなどのような非一時的な読み取り可能な媒体に保存されて提供することができる
。
【０３５１】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【０３５２】
　１００　　第１機器
　１１０　　近距離無線通信リーダ
　１２０　　制御部
　１３０　　保存部
　２００　　第２機器
　３００　　第３機器
　ｎ　　　　第ｎ機器
　１０００　システムサーバ
　
　



(47) JP 6671679 B2 2020.3.25

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】

【図６】



(48) JP 6671679 B2 2020.3.25

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(49) JP 6671679 B2 2020.3.25

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(50) JP 6671679 B2 2020.3.25

【図１５】 【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】



(51) JP 6671679 B2 2020.3.25

【図２１】 【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６】

【図２７】



(52) JP 6671679 B2 2020.3.25

【図２８】

【図２９】

【図３０】

【図３１】 【図３２】



(53) JP 6671679 B2 2020.3.25

【図３３】 【図３４】

【図３５】

【図３６】

【図３７】

【図３８】

【図３９】



(54) JP 6671679 B2 2020.3.25

【図４０】 【図４１】

【図４２】 【図４３】



(55) JP 6671679 B2 2020.3.25

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100140534
            弁理士　木内　敬二
(72)発明者  金　賢英
            大韓民国京畿道水原市靈通区梅灘１洞（番地なし）　住公４團地アパート４１２－２０３
(72)発明者  魏　泰煥
            大韓民国京畿道水原市靈通区梅灘３洞１２８０　住公グリーンビルアパート４０６－１６０４

    合議体
    審判長  佐藤　聡史
    審判官  渡邊　聡
    審判官  田内　幸治

(56)参考文献  特開２０１２－５９２６４（ＪＰ，Ａ）
              特開２００６－３０９４２１（ＪＰ，Ａ）
              特開２０１０－２７９６５５（ＪＰ，Ａ）
              特表２００９－５３３７２９（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G06Q50/22


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

